
Workshop
ワークショップ Ⅰ

緊
急
災
害
時
の
危
機
管
理

　
毎
年
ど
こ
か
で
台
風
・
地
震
・
噴
火
等
の
自
然
災

害
に
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舞
わ
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い
る
日
本
。
そ
の
た
び
に
人
も
動
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も
右
往
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往
し
て
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ま
し
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。
飼
い
主
は
家
族
の

一
員
で
あ
る
ペ
ッ
ト
動
物
と
共
に
避
難
し
た
い
と

思
っ
て
も
、
避
難
所
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
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船
を
拒
否
さ
れ
た
り
と
言
う
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と
が
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り
返
さ
れ

て
き
た
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で
す
が
、
神
戸
と
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会
及
び
そ
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周
辺
で
起
こ
っ
た
未
曾
有
の
阪
神
大
震
災
を
き
っ
か

け
に
、
動
物
を
助
け
る
こ
と
は
人
を
助
け
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
、
自
治
体
・
獣
医
師
会
・
動
物
愛
護
団
体
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
協
力
し
て
動
物
救
援
本
部
を
立
ち

上
げ
、
動
物
の
保
護
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
以
後
、

そ
の
形
が
受
け
継
が
れ
、
新
た
な
緊
急
災
害
ご
と
に

少
し
ず
つ
進
ん
で
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
動
物
の
緊

急
災
害
時
対
策
を
作
成
す
る
よ
う
に
と
の
国
の
方
針

も
あ
り
、
や
っ
と
、
動
物
救
援
シ
ス
テ
ム
の
立
ち
上

げ
に
地
方
自
治
体
も
動
き
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
緊
急
災
害
時
危
機
管
理

の
一
つ
、
人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
の
蔓
延
問
題
に

つ
い
て
は
未
だ
に
意
識
が
低
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
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、
ア
メ
リ

カ
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リ
ー
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災
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お
よ
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日

本
の
緊
急
災
害
に
お
け
る
動
物
救
援
活
動
の
実
情
と

課
題
、
そ
し
て
、
早
急
に
立
て
る
必
要
の
あ
る
人
と

動
物
の
共
通
感
染
症
対
策
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
を

し
、
効
果
的
な
防
災
対
策
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
ま
す
。

Crisis Management When Disaster Strikes
Every year Japan experiences a number of natural disasters such as typhoons, earthquakes and volcanic 

eruptions which cause panic and suffering among both people and animals. Among victims wishing to be 

rescued, those pet owners wanting to bring their pets along, have often been refused transportation or shelter. 

However, the Great Hanshin-Awaji Earthquake, which struck Kobe, a major city, and its surroundings, 

represented a turning point away from this thinking. There was a cooperative effort between local authorities, 

veterinary associations, animal-loving organizations and volunteers to set up an animal rescue headquarters to 

protect animals. They recognized that rescuing animals is a way to rescue people. Ever since the Kobe quake, 

this system has been repeated and improved following each new disaster. Furthermore, the national 

government has now set policy for establishing measures to protect animals in times of emergency. Therefore, 

local authorities in general have at last begun to establish animal rescue systems. Despite the progress, social 

awareness about one of the key issues within crisis management, namely the outbreak of infectious diseases 

common to humans and animals, still remains alarmingly low.

The aim of this workshop, therefore, is to learn from case-studies related to the Hurricane Katrina disaster in 

the USA, and to emergency crises in Japan. Participants will discuss the circumstances of these disasters, their 

specific issues and about the urgency of having people and resources ready to combat the dangers of common 

human / animal infectious diseases (zoonosis). Ultimately this workshop aims to contribute to the creation of 

more effective crises prevention.
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■ワークショップ Ⅰ　「緊急災害時の危機管理」

　日時及び会場：12 月 12 日 ( 土 )　13：00 ～ 16：00　メインホール

　主催：事務局

　司会・座長：植村　興氏／四條畷学園大学教授

　協力：緊急災害時動物救援本部

　スピーカー：

　　　　1.「ハリケーン・カトリーナ被災地における動物救援活動」

　　　　　　　レベッカ・ローデアス氏（カウアイヒューメインソサエティー　エグゼクティブディレクター）　　　　　　　

　　　　2.「阪神・淡路大震災時の動物救護活動を振り返る」

　　　　　　　市田成勝氏（大震災動物救護メモリアル協議会　会長）　　 

　　　　3. 「日本における過去 20 年余りに起こった緊急災害時の動物救援活動の変遷」

　　　　　　　山口千津子氏（（社）日本動物福祉協会　獣医師調査員）　　　　　　　　　　　　　　

　　　　4.　「人と動物の共通感染症対策について」

　　　　　　　森田剛史氏（厚生労働省健康局結核感染症課　課長補佐 )

　　　　5.　「災害時における人と動物の共通感染症等の問題」

　　　　　　　佐藤 克氏 (( 社 ) 東京都獣医師会　危機管理室　感染対策セクション長 )

■ Workshop Ⅰ　"Crisis Management When Disaster Strikes"  

　Dates : Saturday 12th December 13：00 ～ 16：00 

　Venue : Main Hall 

　Organizer : Secretariat 

　MC/Chairperson : Prof. Takashi UEMURA, Shijonawate Gakuen University

　Cooperation : Headquarters for the Relief of Animals in Emergencies 

　Speakers : 

　　　　1. ‘Animal Rescue Activities in Stricken Areas after Hurricane Katrina’

　　　　　　　Dr. Rebecca RHOADES, D.V.M. (Executive Director, Kauai Humane Society ) 

　　　　2. ‘Looking Back on Animal Rescue Activities 

in the Wake of the Great Hanshin-Awaji Earthquake’

　　　　　　　Dr. Shigekatsu ICHIDA (Chairman, The Great Earthquake Animal Rescue Memorial Association)

　　　　3. ‘Changes in Japan’s Animal Rescue Activities during Crises over the Past 20 Years’

　　　　　　　Dr. Chizuko YAMAGUCHI, (Veterinary Inspector, Japan Animal Welfare Society) 

　　　　4. ‘Measures Against Zoonosis’

　　　　　　　Dr. Takeshi MORITA, D.V.M. (Deputy Director, Tuberculosis and Infectious Disease Division,

　　　　　　　Health Service Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare)

　　　　5.‘The Problem of Zoonosis, etc during Emergency Crises’

　　　　　　　Dr. Masaru SATO　 (Head of Tokyo Veterinary Medical Association, Infections Counter-Measures

　　　　　　　Section, Crisis Management Group)

　*‘Zoonosis’ ＝ ‘Diseases that can be transmitted between animals and human beings’　
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座長メッセージ
Chairperson's─Message

空が崩れ落ちて、大地が壊れても、恐
れはしない、・・・、あなたのために何
でもするわ、・・・、 
岸洋子さんの歌が流れる中でキーボー
ドをたたいています。 
　地震、落雷、風水害、疫病、大火、
など災害は、多くの場合突然襲ってくる。
明日かもしれないし千年先かもわかりま

せんが、確実にやってきます。 
人や動物は、今、この世にいただいている命を死守するよ
うにつくられています。本能ですね。事前に異変を察知し、
自己防衛に走る動物の例も多数報告されています。災害
の事後に何の手だても講じないで右往左往するものの行
方は哀れです。 
　災害に備えて対応策を整え、訓練によって防災体制を
整える人の「知恵」は、自分の命をまもります。優れたリー
ダーの知恵は、所属するグループ構成員全員の被害を最
小限に食い止めます。この原理は、家庭、町内や村、国
家から民族にも当てはまります。 
　生命体の盟主を意識するヒトには、自己防衛の知恵の
恩恵を自然界ならびにすべての生命体に及ぼす責任があ

ります。超人でない私たち一般市民は、力を合わせて家族
と地域の全生命を死守します。統制のとれた行動は無類
の力を発揮します。 
理屈は単純明快、しかし現実はどうなっているのでしょう？   　
　本セッションでは、まず、過去に国内外で起こった代表
的事例を紹介していただきます。多くの動物を救うことが
できた汗と涙の記録です。これら大変なご苦労の中から得
られた体験は、将来のよりすぐれた知恵へ多くのヒントを
与えます。ついで、人と動物とが非常事態時に集団行動を
とる際に大きな障害となる「人と動物の共通感染症」に関
する最新の状況を紹介していただきます。最善の防疫対
策を備えておくことは私たちに与えられた最重要の課題で
す。そして、フロアーからのご意見を頂戴した上で、「緊
急災害時の危機管理」に対する参加者の知恵の結晶とし
て本セッションを総括させていただきます。 
　人と動物の絆を深め、人ならびに動物の福祉の向上の
ために行動する（ＮＰＯ）Ｋｎｏｔｓの想いが神戸から
世界へひろがり、一人でも多くの人々の心に響き渡ります
ように。 
・・・（地域のすべての家族、すべての命）、あなたの為
に何でもするわ・・・ 

植村　興　Takashi UEMURA
四條畷学園大学教授

Professor,　Shijonawate Gakuen University

“Even if the sky collapses, and the ground cracks open, I won’t 
be afraid….I’ll do anything for you…” Just as I listen to this 
song by Yoko Kishi, I am tapping on my keyboard,

Earthquake, thunder, wind and rain, epidemic, fire…there are 
many kinds of disaster and most of them come suddenly. One 
may come tomorrow, or in a thousand years, but certainly, one 
of them will come one day.
Humans and all other animals are designed to guard and 
protect the precious ‘lives’ given to them. This sense is 
instinctive. There are many reports of animals fleeing to protect 
themselves when sensing something abnormal before disasters 
strike. It is pitiful to see those who take no emergency 
precautions as they panic wildly when a disaster actually 
occurs.

‘Wisdom’ is about being prepared for disasters and training for 
them to protect lives. An excellent leader has such wisdom and 
can thereby minimize the damage to his / her group when a 
disaster hits them. This theory can be applied at all levels - to 
homes, whole villages or towns, and to the entire nation.
Humans are now conscious that they have leadership 
responsibilities towards the lives of their valued fellow 
creatures whatever their species. Humans must now use the 
benefits of their wisdom in matters of self-preservation to 
protect the whole world of Nature and all living creatures. We, 
the general public, are not individually superhuman but we join 

our strengths together to help and protect our families and 
communities. Well controlled behavior can produce incredible 
power. Of course, that is easy to say. How is it in reality?

At this workshop, we will first introduce some typical past case 
studies from within and outside Japan. They record the sweat 
and tears of actual animal rescue. Such experiences and tales of 
endurance can provide some essential tips and insights to us 
all. After that we will introduce the most up-to-date discoveries 
relating to ‘Zoonosis’. This is one of our most important issues 
in relation to preventing disease outbreaks and epidemics. 
Then we will hear opinions from the audience, and summarize 
the session with all our thoughts on crisis management during 
times of emergency.

I sincerely hope that the dream held by the Knots organization, 
which aims to strengthen ties between people and animals, and 
improve the welfare of both, will expand across the whole 
world reaching the hearts of as many people as possible.

‘I will do anything for you…’ ♪ 

* ‘zoonosis’ ; ‘diseases that can be transmitted between animals 
and human beings’
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座長メッセージ
Chairperson's─Message

There were many lessons learned 

following Hurricane Katrina.  Most 

important was the fact that people 

refused to evacuate to safety if their 

pets had to be left behind.  As a result, 

the United States  Federal Government 

passed the PETS Act, to ensure that 

States and local emergency preparedness operational 

plans address the needs of individuals with household 

pets and services animals following a major disaster or 

emergency. 

During this workshop we will share with you how 

Hawaii is planning for pets in the event of a disaster, 

including a written plan for a community pet emergency 

shelter.  In addition, we will discuss how private and  

national animal welfare organizations have formed a 

coalition to assist communities in preparation, training 

and response following a catastrophic event.

Animal Rescue Activities in Stricken Areas after Hurricane Katrina

ハリケーン・カトリーナ被災地における動物救援活動
Rebecca RHOADES, D.V.M.　Executive Director, Kauai Humane Society

レベッカ・ローアデス　カウアイヒューメインソサエティー　エグゼクティブ　ディレクター

　ハリケーン・カトリーナからは多くの教訓がありまし

た。最も大切なことは、人々はペットを置き去りにして

自分たちだけ安全な場所に避難することを拒むという事

実です。その結果、アメリカ連邦政府は PETS 法の施行

に踏み切り、大規模な災害や緊急時の州や地元の緊急避

難対策計画には、個人のペットやサービス動物のニーズ

についての対応を含むことを保障することとなりまし

た。

　今回のワークショップでは、ハワイの地域ペット用緊

急シェルター計画を含む、緊急災害時におけるペットの

取り扱いについての情報をみなさまと共有したいと思い

ます。またさらに、民官の動物福祉団体がどのように協

力し合って、コミュニティーを支援し、災害に備えて準

備、訓練そして対応すればよいのかを話し合いたいと思

います。

　震災は、いつ発生するかも分からな

いし、突然やって来ます。1 年 4 カ月

に及んだ動物救護を振り返ると、主な

活動として 1）動物救援本部の組織づ

くり 2）サポート体制の確立 3）活動

資金と里親探し 4）飼い主教育等が考

えられます。

　1）については（社）兵庫県獣医師会、（社）神戸市

獣医師会、（社）日本動物福祉協会・阪神支部とオブザー

バーとして兵庫県、神戸市が加わり、此の 5 団体によっ

て神戸動物救護センターと三田動物救護センターが運営

されました。

　2）については動物救護センターの運営にかかわる

人々を支えて、仕事をやり易くするためサポート体制が

必要です。一般ボランティアや獣医師ボランティアが、

宿泊する人、日帰りの人等多いときは 1 日 70 ～ 80 人

にも達していました。また食事、寝所、お風呂、仕事の

引き継ぎ、日程調整、ケガ等長期になるとその管理が難

しくなります。安定的な管理を確保するには有給ボラン

ティアを確保することが必要であり、行政からの支援も

必要だと思われる。

　3）何と云っても資金がなければ何も出来ません。特

に初期活動には欠かせません。この度の経験から云いま

すと、マスコミにのると義援金が入って来ますが、少し

阪神・淡路大震災時の動物救護活動を振り返る

Looking Back on Animal Rescue Activities in the Wake of the Great Hanshin-Awaji Earthquake
市田　成勝　大震災動物救護メモリアル協議会　会長

Shigekatsu ICHIDA　Chairman, The Great Earthquake Animal Rescue Memorial Association
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Nobody knows when an earthquake is going to strike. 

They hit suddenly without warning. When I look back 

on the animal rescue activities we carried out over 16 

months following the Great Hanshin-Awaji Earthquake, I 

can identify four particular items that can be considered 

as the main activities: (1) organizing an Animal Rescue 

Headquarters, (2) establishing a support system, (3) 

raising funds to finance the activities, and (4) carrying 

out animal owner or keeper education.

Regarding item (1), five animal welfare-related 

organizations, namely, the Veterinary Association of 

Hyogo Prefecture, the Veterinary Association of Kobe 

City, and the Hanshin branch of the Japan Animal 

Welfare Society (JAWS), together with Hyogo Prefecture 

and Kobe City, which joined as observers, established 

the Kobe Animal Rescue Center and the Sanda Animal 

Rescue Center. 

Regarding item (2), a support system was established to 

back up those who were engaged in Animal Rescue 

Center operations and make their work easier. During 

the busiest period, as many as 70 to 80 ordinary 

volunteers and veterinarian volunteers, including both 

stay-over and day-trip visitors cane to the Rescue 

Centers each day. Given this situation, as the time period 

of the operations grew longer, management of these 

volunteers became more difficult. For example, there 

was a need to organize meals, sleeping places, bathing 

facilities, handing over of duties, schedule adjustment, 

coping with injuries, etc. In order to ensure stable 

management, it is necessary to secure paid volunteers, 

and local authority support is essential too.

Moving onto item (3), at the end of the day, nothing can 

be done without adequate funding. And in particular, 

funding is indispensable to initial activity. I can speak 

about this based on my experience following the 

earthquake, a time when our activities were reported by 

the mass media. Public donations eventually came in but 

this took a little time. However, in the event of a disaster, 

money is needed urgently. When a disaster strikes, once 

it becomes possible to draw on funds managed by the 

Animal Rescue Headquarters, the situation becomes so 

much easier. Also, the search for foster owners for 

animals proceeded favorably, but in the case of cats and 

dogs with diseases, our only option was to ask 

veterinarians to take them in. I am deeply grateful for 

the cooperation given by so many people.

Concerning item (4), still there are many things we can 

do on an everyday basis, such as addressing the 

problems of owners keeping large numbers of animals 

and training problems, carrying out spaying and 

neutering, rabies vaccinations, attaching of license tags 

and ID tags, etc. 

As I mentioned above, when I look back on the Great 

Hanshin-Awaji Earthquake, I see that a great variety of 

problems came up. These problems can be gradually 

solved over time, but still, my fondest wish is that a 

disaster of this magnitude won’t happen again.

時間がかかります。早急に入り用なのです。緊急災害時

動物救援本部が管理する基金を活用出来るようになって

いますので随分楽になったと思います。また動物の里親

探しも順調に行われましたが、病気をもっている犬猫は、

獣医師に引き取ってもらうしかなかったようです。皆さ

んの協力には感謝しています。

4）については、多頭飼育やしつけ問題、不妊手術や狂

犬病予防注射の実施と鑑札、注票の装着等ふだんから

やっておくことがまだまだあるように思います。

以上大震災を振り返ってみますと、いろいろな問題が浮

かび上がって来ますが、徐々に改善されて来ましたが、

災害が起こらないことを願わずにはいられません。
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　地震・水害・台風・噴火等自然災害

だけでも、毎年日本の各地でいろいろ

な規模で起こっています。昔から国と

しても人間の救助には尽力してきまし

たが、動物の救助までは及びませんで

した。しかし、心ある飼主は被災しな

がらも、それでも、家族である動物の

ために自分のできる限りの手を尽くしていたのです。

　本格的な官民協働による緊急災害時動物救援活動は阪

神・淡路大震災からと言えると思いますが、その前に私

がかかわった災害においても、本格的ではありませんが

自治体との協力による動物の救護活動がすでに始まって

おりました。

　1986 年の大島三原山の噴火の時は全島避難の際にイ

ヌを船に乗せることを拒否され、泣く泣く飼主は港で別

れました。その為に、飼い主が戻って来るまで東京都の

職員がフードを運んでいました。しかし、2000 年の同

じ伊豆諸島の三宅島の噴火の時には、東京都・東京都獣

医師会が三宅島にケージを送り、船に乗せて同行避難す

るように呼びかけるなど国民の意識の変化と共に救援の

状況も変わってきました。これは、阪神・淡路大震災に

おける官民協働動物救援活動において、「被災動物を助

けることは被災者を助けることにつながる」ということ

が理解され、その意識がそれ以降の災害時にも活きてい

るのだと思います。

日本における過去 20 年余りに起こった緊急災害時の動物救援活動の変遷

Changes in Japan’s Animal Rescue Activities during Crises over the Past 20 Years
山口　千津子　（社）日本動物福祉協会　獣医師調査員

Chizuko YAMAGUCHI　Veterinary Inspector, Japan Animal Welfare Society

Every year, Japan suffers various forms of natural 

disaster, such as earthquakes, floods, typhoons and 

volcanic eruptions, to differing degrees of severity. As a 

nation, Japan has worked very hard to rescue people 

when disaster strikes. Until recently, however, these 

efforts were not extended to animal rescue. It was only 

the warm-hearted owners who made the effort to rescue 

pets – their valued family members - despite their own 

suffering. 

I think it can be said that the first genuine animal rescue 

activities, as performed through the cooperation of 

official and private groups, started with the 1995 Great 

Hanshin-Awaji (Kobe) Earthquake. However, even before 

that, I had been involved in other disaster situations in 

which this kind of arrangement at least had some 

beginnings. The animal rescue activities, though not 

official, were performed with some cooperation from 

self-governing authorities. 

However, in 1986, when Mt. Mihara on Japan’s Oshima 

Island erupted, all the people had to be evacuated but 

dogs were not allowed to board the rescue vessels. 

There were many tearful farewells and until the owners 

could return to the is land,  the staff  of  Tokyo 

Metropolitan Office had to go and feed those animals. 

However, in 2000, when Miyakejima Island (also on the 

Izu Islands) erupted, Tokyo Metropolitan Office and 

Tokyo Veterinary Medical Association sent cages to the 

island and encouraged people to evacuate with their 

pets. So the animal rescue situation has changed thanks 

to a change in people’s consciousness. This goes back to 

the animal rescue activities jointly performed by official 

and private teams at the time of the Kobe Earthquake. 

At that time it was understood that ‘rescuing suffering 

pets, leads to the rescue of suffering people’. This spirit 

has continued in crises ever since.
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　人と動物の共通感染症が問題となる

背景には、交通手段の発展による膨大

な人と物の移動、人口の都市集中、土

地開発と自然環境の変化、高齢者の増

加や野生動物のペット化等人間社会の

変化と人間の行動の多様化が挙げられ

ている。そのような中、今まで知られ

ていなかった感染症が明らかになったり、忘れられてい

た感染症が勢いを取り戻したりし、人と動物の共通感染

症対策の重要性が高まっている。人と動物の共通感染症

を引き起こす病原体の多くは、本来、動物が持っている

ものである。ペットのみならず、ネズミ、ハト、タヌキ、

イノシシ等の野生動物、学校等で飼育されている動物、

家畜など、人間と近い距離にいる動物に対する日頃から

の注意が重要となる。特に、緊急災害時においては、衛

生的な環境を維持するのが大変な状況にあることから、

こうした病原体に晒されるリスクは増大する。このため、

ペット等の飼育動物に対しては、日頃から健康状態を維

持するよう注意するとともに、犬の場合には、狂犬病予

防注射や登録をしておくことが重要である。

　また、人と動物の共通感染症の感染を予防する方法は、

①口移しでエサを与える等の過剰なふれあいを控える、

②動物にさわったら必ず手を洗う、③野生動物との接触

は避ける等であり、災害時であってもこうした基本を

ベースに対応する必要があろう。

　さらに、こうした感染症についての知識を得ておくこ

とも重要である。厚生労働省では、ハンドブック等の作

成・配布、ホームページ等を通じて各種の情報発信を行っ

ているので、参考にしていただきたい。

人と動物の共通感染症対策について

Measures Against Zoonosis
森田剛史　厚生労働省健康局結核感染症課　課長補佐

Takeshi MORITA, D.V.M.　Deputy Director, Tuberculosis and Infectious Disease Division,

Health Service Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare

In the background of problems related to zoonosis*, lie 

changes within human society and the increased 

diversification of human behavior. For example, these 

include: the vast movement of people and goods (which 

has come with the development of different means of 

transportation), the greater concentration of human 

populations in big cities, the changes in the natural 

environment and land development, greater numbers of 

elderly people, and more wild animals being kept as 

pets. Within such changed circumstances, previously 

unknown infectious diseases may appear, or previously 

defeated diseases may make a comeback. So the 

importance of taking measures to combat zoonosis is 

increasing. Many of the disease pathogens can be traced 

originally to animals in the wild (nature). So while it is 

important to be aware of pets, farm animals, school 

animals, and others which have relatively close and daily 

proximity to humans we must also be aware of wild 

animals including mice, pigeons, raccoon dogs, and wild 

boars. Especially in times of emergency, the risk of 

encountering such pathogens increases due to the 

d i f f i cu l t y  o f  ma in ta in ing  hyg iene  w i th in  a l l 

environments. For this reason it is critical that the health 

condition of animals kept by people such as pets be 

constantly checked and maintained. In the case of dogs, 

it is important that they have a rabies vaccination and 

that they are registered.

Ways to prevent zoonosis include ① avoiding contact 

that is too close such as feeding through mouth, ② 

washing hands after touching animals, ③ avoiding 

contact with wild animals. These basic preventive 

measures should also be fol lowed in t imes of 

emergency.

Furthermore, it is important to have knowledge about 

zoonosis. The Ministry of Health, Labour and Welfare is 

disseminating such information by printing and 

distributing hand books and through their website. So 

please refer to them.

* ‘zoonosis’ ; ‘diseases that can be transmitted between 

animals and human beings’
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　平成 12 年 9 月 22 日、板橋区獣医師

会と板橋区は災害時の動物救護につい

ての協定を締結した。この中には、災

害時の動物同行避難が明記されている。

全国初の災害時の動物の同行避難を決

めた自治体として大変注目を集めた。

動物が同行することで動物側の一定の

安全が保障されたが、避難所における公衆衛生の保持には

新たな課題が加わった。

　災害時における避難所は、どうしても衛生状態が悪化し

がちである。人と動物の共通感染症は２００種類ほどある

と言われ、感染症法でも約５０疾病が指定されている。こ

れらの病原体を飼育動物のすべてが保有し、常に人への脅

威となっているわけではない。しかし、衛生状態が悪くなっ

たり、ストレスなどで人の免疫機能が悪くなったりすれば、

感染の機会が生まれる懸念がある。特殊な感染症だけでは

なく、飼育動物に寄生するノミやダニが、避難する住民の

間に広がれば直ちに大きな問題となるだろうし、単に吠え

声や、被毛の飛散、排せつ物のにおいなども問題視される

懸念がある。さらに、災害時には動物も神経質になってい

るため、咬傷事故なども起こりやすいと思われる。

　人と動物の感染症の病原体を動物が保有していても、必

ずしも症状が出ているとは限らず、確実にすべてを発見し

て解決することは不可能と言わざるを得ない。しかし、ノ

ミやダニをコントロールしておくことや、被毛の手入れを

怠らない、無駄吠えをしないようにしつけをしておく、ワ

クチンなどで予防できる疾病については事前に接種してお

くなどの策は平常時から可能であり、リスクマネージメン

トの見地から大変重要である。

災害時の人と動物の感染症対策成功のカギは飼い主一人一

人の自覚と住民の理解、さらに事前の備えと言えるだろう。

On 2nd September 2000, Itabashi-ku Veterinary Association and 

Itabashi-ku District Office made an agreement concerning animal 

rescue during times of emergency. Under this agreement, 

‘refugees accompanied by animal-companions’ was one of the 

issues referred to. This attracted much attention because it was 

the first case of a local authority deciding to allow animals to 

accompany their owners when seeking refuge. Under this 

agreement, the animal’s safety is assured to a certain extent. 

However, a new problem of how to maintain adequate public 

hygiene within shelters became an added issue.

Hygiene within shelters during times of crisis is likely to decline. 

It is said that there are about 200 kinds of Zoonosis. About 50 of 

these are listed within the law on infectious diseases. Of course, 

not all home-dwelling animals carry such pathogens and 

therefore pose no threat to people. However, when hygiene 

conditions deteriorate, or when human immunity levels decline 

due to stress there is a real concern that infection likelihoods 

increase. As well as unusual infectious diseases, parasitic fleas, 

ticks and mites can spread from animals to people in refuge 

shelters and this too can soon become a big problem. Other 

issues needing attention include anti-social barking, molting or 

shedding of fur, and unpleasant odors from excrement. 

Furthermore, because animals are likely to be nervous in such 

situations, incidences of biting may occur more easily.

Even when some animals do carry infectious disease pathogens, 

the symptoms are not always obvious. It is therefore impossible 

to eliminate all pathogens to eradicate these dangers. However, 

efforts can be made by regular brushing to control fleas and 

mites, good discipline to control frequent barking, and a full 

range of vaccinations against infectious diseases. All these 

measures should be undertaken during normal times of non-

crisis anyway, but they are also extremely important from the 

point of view of risk management.

We can say that the keys to success in taking measures to 

prevent Zoonosis during times of emergency is the awareness 

among individual animal owners, having the understanding of 

citizens in general, and being well prepared in advance.         

* ‘zoonosis’ ; ‘diseases that can be transmitted between animals 

and human beings’

災害時における人と動物の共通感染症等の問題

The Problem of Zoonosis, etc during Emergency Crises
佐藤　克　社団法人東京都獣医師会危機管理室　感染症対策セクション長

Masaru SATO　Head of Tokyo Veterinary Medical Association, 

Infections Counter-Measures Section, Crisis Management Group
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Animal Rescue Activities in Stricken Areas after Hurricane Katrina

ハリケーン・カトリーナ被災地における動物救援活動
Rebecca RHOADES, D.V.M.　Executive Director, Kauai Humane Society

レベッカ・ローアデス　カウアイヒューメインソサエティー　エグゼクティブ　ディレクター

   アロハ。まず、皆様に、神戸にまた

戻ってくることができ、うれしく思い

ます。２年前にも参りましたが、お招

きくださいまして、ありがとうござい

ます。戻ってこられて、うれしく思い

ます。

　特に、米国でハリケーン・カトリー

ナのときに、どういう活動が行われたか。世界が、天地

が逆転してしまうようなことが起きました。ちょうど阪

神大震災に相当する大災害で、いろんな変化が起きまし

たので、その事例を御紹介したいと思います。なぜ、そ

ういうことが起きたか、日本と類似の経験となったかと

いうことをお話しします。

【スライド 1】

【スライド 2】

   ハリケーン・カトリーナが 2005 年８月 29 日に起こり

まして、何百万人という米国の人たちは、家族やペット

が甚大な被害に苦しんだことをテレビで見ました。ごら

んになった方、いらっしゃいますか。テレビで、世界中

で報道されたことと思います。

　そして、人間も、それから動物たちも救援活動を受け

ました。このハリケーン・カトリーナの体験から、ペッ

トを決して置き去りにしないという活動が生まれまし

た。どういう意味があるかというと、九つの全米の動物

愛護組織が結託しまして、一つの提案を行いました。い

つも、そういう結託した状態ではないんですけれども、

カトリーナの被災のときに、そういう連盟ができまして、

全米動物救済、またシェルターのための連盟という名前

になりました。

　この連盟に参加している組織は、アメリカン・ヒュー

メイン・ソサエティー、ＡＳＰＣＡ、また、全米ナショ

ナル・アニマル・コントロール・アソシエーション、ベ

スト・フレンド・アニマル・サンクチュアリー、また米

国コード３アソシエイツ、また私が代表をしております

のは動物ウエルフェア・ソサエティーであります。これ

らの九つの組織が一団となって、地域社会を前に進めて

いきました。そして、テレビなどの報道にも、ペットを

置き去りにしない運動というのを始めました。 【スライド2】

【スライド 3】

   テレビでいろんなシーンが報道されました。ハリケー

ン・カトリーナの被災、そして、その後の対応に問題が

あるところも示されました。例えば、輸送のための車を

待って列をなしているところ、それから置き去りにされ

た犬など。世界じゅうのテレビで紹介された少年の写真

はここにないんですが、スノーボールという、ちっちゃ

な彼の白い犬を連れていくことが許されなくて、泣き

じゃくっていたシーンです。多くの米国民が心を動かさ

れました。そして、ある議員が、その米国民とともにテ
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レビを見ていて、法令をつくらなくてはならないという

ことを決意しました。決してペットが置き去りにされて、

人々が悲しい思いをしないようにということで、スノー

ボールは決して家族と再会することができませんでし

た。スノーボールと少年のこの出来事がきっかけとなっ

て、ペット法令という法律ができました。連邦政府の法

令です。  【スライド 3】

【スライド 4】

   ペットの法令というのは、ペットの避難と輸送基準に

関する法令です。これは連邦法として、ハリケーン・カ

トリーナがやってきた１年後に制定されました。これに

よって、国のレベルで、それまでは米国にはこういう法

令がなく、何とか動物の避難ということに気を遣ってる

人はいたんですが、国のレベルでの法令というものがあ

りませんでした。でも、国民の衛生、また、人畜共通の

疾患などの懸念、コントロールはあったんですけれども、

いわゆるコンパニオン・アニマルのケア、また、ウエル

フェア、福祉についての法令はありませんでした。ｽﾀｯﾌ

ｫｰﾄﾞ法令とも呼ばれておりまして、大災害が起きた場合、

それが二次被害が起こらないように、それを予防するた

めに、連邦政府から資金が提供されるという中身の法律

になっております。カトリーナの結果、これが生まれて

きたわけですが、ＦＥＭＡと呼ばれる連邦政府緊急管理

局がありまして、これが第一の動物救援保護などの担当

の局になっています。簡単にこの法令を言いますと、米

国で州が計画を持っていない、つまり、ペット動物やサー

ビス犬への災害時の対応について計画がない、そういう

場合に、非常に大きな州とか地域で対応し切れない場合

には、連邦政府が支援に乗り出すというものです。でも、

その特定の州に計画がなければ、資金や支援が連邦政府

から提供されない。もし計画があった場合には、必要と

なった費用などが連邦政府から償還されるわけですけれ

ども、そのために、さまざまな州や地域が、こういう緊

急時の対策実施計画に取り組むようになりました。もし、

そういった計画があらかじめなければ、災害が起きたと

きに、いろんな機械や資材など、必要なものを購入した

費用が償還されないからです。  【スライド 4】

【スライド 5】

   この法律について、二つ申し上げたいことがあります。

　どういう動物を対象としてるか。これは、家庭で飼っ

ているペット犬。この家庭で飼ってるペット犬というの

は、犬、猫、鳥、ウサギ、齧歯類、あるいはカメと定義

されています。ビジネスとか食べ物にするために飼って

いるのではなく、かわいがって楽しむための動物です。

　これに、新たな連邦政府の法令で、サービス動物とい

う定義もできました。何か大災害が起きたときに、その

州が、どういう資源が必要かという計画を立てていない

場合には州が負担しなくてはならないということになっ

ており、すべての州が急いでその計画を立てるようにし

ました。

　ＦＥＭＡと呼ばれる連邦政府緊急管理局は、私たちが

ともに協力して、この計画を立案しているパートナーで

す。それから、ＵＳＤＡと呼ばれる米国農業省がありま

して、これもペットに関する対策というのを持っていま

す。人の健康や福祉に関連する領域で仕事をしておりま

す。  【スライド 5】

【スライド 6】

    歴史的な快挙と、これはなったわけです。この会議で、

日本でも大災害が起きたと。国の委員会二つに参加した

ことがあります。政府がどのように計画、コンパニオン
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動物について定義をするかということに興味がありまし

た。以前には、そういうことはありませんでした。これ

はいい動きだったと思います。つまり、動物管理、動物

のシェルターを提供する、また、動物救援にかかわって

いる人たち、また、獣医師の方々の社会的なステータス

を改善、向上させることにもなりました。

　コンパニオン動物の救援というのが、米国で全米的に

一貫して行われるようになりました。消防局、警官、ま

た医療関係者も、非常に明確な定義を立てることによっ

て、コンパニオン動物の扱いをする人たちが、救急の例

えば消防士、警官とともに尊敬を集めるようになってい

ます。全米、連邦政府から各地域のレベルまで、それが

徹底してきております。

　法律について少し申し上げましたが、実際にハリケー

ン・カトリーナ以降、どういうことが起きたかを、そし

て、対応がずっとよくなったということを御紹介したい

と思います。まだまだすべき課題は残っておりますが、

被災時の対応はよくなりました。 【スライド 6】

【スライド 7】

【スライド 8】

   2007 年 10 月に、カリフォルニアの山火事が発生しま

した。100 万人以上の人間が避難しました。サンディエ

ゴの地域で避難したわけですが、人々がペットを連れて

逃げることも受け入れられ、また、奨励されました。こ

れは大きなコロシアムですが、いろんな動物が集まって

いますが、ペットとともに避難してきている人も多く、

政府ではなく、ＮＧＯの組織が協力して対応に当たりま

した。ペットや人々の被災時の救援をして、家族とペッ

トが一緒にいられるように手配しました。非常にユニー

クな、初めてそれが実行に移された出来事でした。ハリ

ケーン・カトリーナ以降、初めての試みでした。そして、

連邦、全米規模の被災、災害となると、この避難にかかっ

た費用が、ＦＥＭＡから償還されることになりました。

残業したときの給料、また、機器、装置、使わなくては

ならなかったもの、つまり、家庭のペットの救援、それ

から、シェルターに保護する、また、ケアをするための

費用というものが償還されることになりました。

　これは洪水、ハリケーンとはまた違った種類の災害で

はありますけれども、何百万人、100 万人以上の人々の

避難が成功しました。 【スライド 7】 【スライド 8】

【スライド 9】

    次に、2008 年、ルイジアナ州で、ハリケーン・カトリー

ナ以降、また大きなグスタヴと呼ばれるハリケーン、嵐

が起きました。この場合、どのように人々をニューオー

リンズの北部に輸送するか、そして、安全裡に被災地か

ら移すための演習を何度も重ね、農業省とも協力して、

エアコンつきのトラックを使って動物の移送もするとい

うことを演習してきました。大きなエアコンつきのト

ラックに動物を積み込んで、人々はバスに乗って移送さ

れ、大規模シェルターまでの人間とペットの移送が成功

しました。 【スライド 9】
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【スライド 10】

【スライド 11】

    これが大規模なペットのためのシェルターです。被災

地から運んできたもので、ルイジアナ州の政府のチーム

が計画を立て、それと、九つの全米規模の動物福祉組織

との協働で実行されたもので、こういった設備を設置し、

ニューオーリンズの安全な場所に移送しました。嵐はそ

れほど大きな災害をもたらさなかったので、全員が避難

しなくてはならないわけではなかったんですけれども、

非常にいい教訓となりました。  【スライド 10】

    そして、ルイジアナの獣医師学校、また獣医師協会が

あり、また州の政府、ＮＧＯ、動物シェルター救援の関

連の人々が一致協力して、ＬＳＡＲＴという組織をつく

り上げました。ＬＳＡＲＴ、Ｌ、Ｓ、Ａ、Ｒ、Ｔと呼ば

れるもので、チームを組んで、関係者が協力をしながら

計画を立てました。ウエブサイトのアドレス、ｗｗｗ．

ｌｓａｒｔ．ｏｒｇ、大変役に立つ内容が記載されてお

ります。避難に関するトレーニングや企画に関する大災

害のときの避難が必要な場合の有効な情報がありますの

で、ごらんになってください。

　いずれにしても、非常に政府、大学、それから、民間

の協力がうまくいきました。その数日後に、ハリケーン・

アイクはこの地を襲いました。これを見ていただきたい

のですが、この家、見えますか。これがガルバストンの

アイランドと呼ばれるとこですが、新聞で報道されたか

どうかわかりませんが、この家は建てられたばっかりで、

ハリケーンが来ても大丈夫という家だったんです。何

百万ドルをかけてこの家を建てた人がいるんですが、そ

れだけが残っていて、あとは全部押し流された状態です。

非常にひどい災害がありました。 【スライド 11】

【スライド 12】

【スライド 13】

    ハリケーン・アイク、2008 年にやってきまして、こ

れも計画や演習を入念にしておりましたので、非常によ

い、敏速な対応がとられました。全米の組織も乗り出し

ました。トレーニングを行い、連邦政府のパートナーと

も、最大によいシェルターへの保護ができるように実習

し、ワクチン接種、疾病の防止など、安全裡に対応がと

られるように準備を重ねておりました。動物を保護し、

家族と再会して、また家に戻ることができるようにした

いという願いでして、これも成功しました。ハリケーン・

アイクにとっては、敏速でよい対応がとられました。

 【スライド 12】 【スライド 13】

    九つの異なる組織が対応しました。The Houston ＳＰ

ＣＡ、これもＮＧＡの組織の一つです。ペットの保護活

動に乗り出しました。州のテキサスの SART と呼ばれる

動物対応チームの一員として活動に参加しました。ここ

でも、ただ一般の人々から慈善活動ということで資金を

募るだけではなく、政府から費用が出るということで、

大きな変化が生じたわけです。必要な人たち、人材、資
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【スライド 14】

源を送り込んで、寄附がなければ破産してしまうという

のが過去だったわけですが、そうではなくなりました。

動物の保護は人間の保護につながると。というのは、人

間も動物も家族だからということで、経済的な基盤がな

ければ大きなことができませんけれども、それができる

ようになりました。  【スライド 14】

【スライド 15】

    ペットについての計画が、連邦政府、各市町村、州な

どで行われております。ハワイ州でも 2008 年５月６日

に、ハワイ州の災害対策計画に含まれるという法令に調

印しました。そして、ペット救済のためのリソースとい

うのは、行政が法のもとの責任において拠出することに

なりました。 【スライド 15】

【スライド 16】

    米国では、州が緊急時の支援機能をＥＳＦと呼んでい

るんですが、定義しています。私たちもハワイ州で、ペッ

トのための避難、保護のための支援機能を設定しました。

19 番と言われているプランです。これは政府が認識し

たもので、ペットも支援機能に含まれなくてはならない

ということを認めたものです。政府で仕事をしている人

は、人間を助けることに手いっぱいで、ペットまで手が

回らないと考える人が多いわけですが、ペットの保護が

なくして、家族の保護はありません。シェルターにペッ

トだけ置いて逃げる人というのは、ほとんどいません。
【スライド 16】

【スライド 17】

    ハワイでは、これがどのように機能してるのか。州の

組織ができました。動物福祉の組織、ＨＡＡＷＡという

組織ができました。ハワイ州動物福祉局協会の頭文字を

とったものです。ＨＡＡＷＡと呼ばれます。【スライド 17】

【スライド 18】

    ハワイでは、それぞれの島が異なる郡となっています。

ハワイ島、それから、マウイ島というのはマウイ郡となっ

ています。それから、オアフ、これはホノルルがあって、

多くの人が住んでいます。私はマウアイで、ここにそれ

ぞれにヒューメイン・ソサエティーという組織がありま

して、それぞれの郡で動物管理の仕事を、その郡のため

にしています。政府とも契約を結んで、ＮＧＯなんです

が、政府と契約をして、そういう仕事をしております。
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動物管理をそれぞれの郡でしており、また、ＥＳＦ＃ 19

のもとに、ペットのシェルター、保護を行う。また、災

害が起きたときの救援、保護の第一の責任をとることに

なっております。何か一つの島、あるいはその一部で嵐

がやってきたと、州全体に及ぶのではないという場合、

例えば、オアフでそれが起きた場合にも、カウワイやそ

の他の島から支援がやってきます。 【スライド 18】

【スライド 19】

【スライド 20】

    日本でも似てると思いますが、ハリケーンが来ても大

丈夫なシェルターをつくっています。ただ北に運転して

いけば、どこか大丈夫なところに行けるという状況では

ないからです。

　非常に、ハワイが何とかできる以上のものであれば、

今度は連邦政府の方がサポートをしてくれます。そして、

そのような出来事に対しまして対応してくれます。ペッ

ト法令が通過しましたので、ＥＳＦ＃ 19 がありますの

で、ハワイは現在、このさまざまな経費ですが、ハワイ・

ヒューメイン・ソサエティーでかかった経費ですけれど、

それを連邦政府から払い戻してもらうことができます。

ですから、連邦政府が来て、そして、例えば、アリゾナ、

カリフォルニアの方から資源を送ってくれるというこ

と。 【スライド 19】

    さらに、このパートナーシップというのがありまして、

そして、９の全国の組織があります。これは愛護組織な

んですけれども、その組織もまた我々を支援しています。

例えば獣医師会、それから、また動物病院の協会、たく

さんの合意ができております。したがって、あらかじめ

このような嵐、あるいは何かインシデントなどがありま

したら、避難、あるいは嵐の後の活動で支援を得ること

ができます。このようなものがあらかじめできていれば、

そして、みんな、こういうようなものに調印しておけば、

すべて払い戻しができております。全体として、そのよ

うな機能が地域を助けてくれるということです。

    計画、それから、また準備というのは非常に必要不可

欠です。私どもは合意体制がそれぞれできています。そ

のほかのヒューメインの組織と、また州、また赤十字、

州政府、教育農業、ハワイの獣医師会など、そのほかの

団体と協力するための体制をつくっております。

　ヒューメイン・ソサエティーですけども、学校区があ

ります。こういうようなところでは、まだ起こっていな

いんですけれど、我々ですけど、例えば知事の方が、犬

や猫、あるいはカメ、それからウサギですけれども、学

校に入ってくることができると。避難をしなければなら

ないとき、また、家族を保護しなければならないときに

は、今まで経験したことがないので、ノミもいるし、嫌

だ、嫌だというふうに言うわけです。それで、テーブル

に座りまして、そして、その人たちと一緒に話し合いま

した。考え方というのは、人々、それから犬、あるいは

ペットを全部同じ部屋に入れるというわけではないとい

うこと。非常に管理された環境のもとで、人々が一つの

部屋にいて、ペットは別の部屋にいるんだということを

説明します。でも、自分たちのペットの面倒は見なけれ

ばならないけれども、管理するということで、できるだ

け簡単に後で、一体ハワイでどういうことをしようとし

てるかということをお見せしたいと思います。愛護ある

いは救援の緊急事態で、どういうふうに保護するかとい

うのをお見せしたいと思います。

　州ですが、我々は全部いろいろな島から来まして、ト

レーニングをします。同じプランを使って、同じ言語を

しゃべるようにしております。実際に、この連邦のモデ

ルを使っています。連邦政府から下にいて、すべてトレー

ニングを受ける、いわゆるＩＣＳ、Incident command 

system というのをやっております。ＩＣＳというのを

聞かれたことがある方はいらっしゃいますか。このよう

なシステムが日本にありますでしょうか。これは、国の

対応の枠組みなんですけれども、アメリカで同じ言語を

学ぼうということで、これは事故があったときの指令で

す。これは軍部から来た、それから、消防から来ており

ますけれども、みんな、現在使っています。
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　この結果として、ほかのコミュニティーの、例えば消

防署であるとか、それから、警察であるとか、あるいは

緊急にかかわっている人々たち、この言語をもう何年も

使っております。そして、我々もトレーニングにおきま

して、それを使っています。その結果としまして、協力

体制もよくできております。そして、この専門知識、あ

るいは専門家を持ってくることができました。このコン

トロールをしながら、シェルターに持ってくるというこ

とができるようになりました。 【スライド 20】

【スライド 21】

    それでは、これですけれども、ほかの演者もいらっしゃ

いますので、ざっと行きたいと思います。こちらに、こ

れはコピーをつくりました。皆様方もお持ちかどうかわ

かりませんけれども、Ｋｎｏｔｓにコンタクトしていた

だければ、入手できると思います。

　基本的に、どういうふうになっているかということで

すが、我々がこの緊急ペットシェルターを設置するんで

すが、これ、先週練習いたしました。ノースショアから

多くの人たちを、非常に高い波があるということで、

50 フィートの波がハワイに来ました。先週来たんです。

ですから、練習をしました。そして、たくさんの人たち

がオープンシェルターに避難いたしました。そして、我々

の人をヒューメイン・ソサエティーから送っております。

そして、ペットの管理をするということ。非常にうまく

いきました。この我々の計画を練習したということにな

ります。そして、どのようにするかということによりま

して、こちらですけれども、シェルターで１人しかいな

い場合もあります。あるいは理想的には十分な人をト

レーニングいたしまして、ボランティアもそうです。ス

タッフもトレーニングをいたしまして、たくさんのボラ

ンティアが必要です。人の担当、それから犬の担当、猫

の担当、それからまた獣医の担当というふうに決めてい

くわけです。 【スライド 21】

    この計画では、ボランティアですが、あるいはスタッ

フがいまして、カラーコーディングをしております。す

なわち、経験に応じて色分けをするわけです。紫という

のは最も弱いということで、動物を扱う経験がありませ

ん。人々のみの対応をするということで、動物は扱いま

せん。グリーンですが、動物を扱う経験が少しある。そ

して、また、扱いやすい動物を使うということ。それか

ら、黄色から赤まであります。赤というのは最も経験の

あるマネジャーです。動物を扱う経験も抱負であるとい

うふうに色分けをしております。 【スライド 22】

【スライド 22】

【スライド 23】

   そして、協力をしまして、動物の行動状態のコード分

けもしています。色分けをしています。このような非常

にストレスの高い状況で、そして、また家から出ていっ

て、非常に恐れている。そして、かみついたりする場合

もあるでしょう、ハンドリングも難しいという場合もあ
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    緊急時のペットシェルターのためのステップとして、

八つあります。 【スライド 24】

るでしょう。ですから、経験がある人たちが、このよう

な動物の行動状態も色分けしています。緑のマークです

けれども、友好的な動物です。ボランティアでも、余り

経験のない人もうまくできる。それから、黄色、赤まで

います。赤というのは非常に経験のあるボランティアが、

ここに対処するということです。

　我々だけがやっているのではありません。この飼い主

が来て、そして、我々の監督のもとにケアをしてもらい

ます。そして、飼い主ですけれども、非常にストレスの

高い環境でもって、我々、動物を見ないといけない場合

があります。したがいまして、こういうふうなマーキン

グによりまして、安全に扱おうというものです。
【スライド 23】

【スライド 24】

【スライド 25】

【スライド 26】

    発令というところ。これはだれでもできるということ

ではありません。すなわち、まず人を明確にいたします。

カウアイ・ヒューメイン・ソサエティー、あるいはホノ

ルルのパートナーです。それから、開始時ですけれども、

全体的にアセスメントします。シェルター、あるいは学

校の場合がありますけれども、どこで作業をするのかと

いうこと。どのようなシェルターの状況であるのかとい

うことも評価いたします。 そして、設置します。それ

から、チェックインのプロセスが始まります。皆そこに

いて、そして、入りたいということです。そして、滞在、

チェックアウト、清掃、そして最終は終了時のアセスメ

ントということで、非常にシンプルのように見えますけ

ど、実際にはそうではありません。 【スライド 24】

　まず、一番最初の発令ですけれども、これは担当局に

よって、ボランティアとかスタッフができるわけではあ

りません。ＫＨＳへの通報によりまして、できるという

ものです。 【スライド 25】

　それから、開始時のアセスメント、評価ですけれども、

これ、スタッフが入っていって、そして見回ります。そ

して、このペットの設置をする前に、部屋の様子はどう

なのか。それから、また学校でしたら、校長先生に連絡

をいたしまして、問題があれば、それをあらかじめ話し

ておくということ。それからＥＰＳ、緊急ペットシェル

ターの設置を行います。そして、これは我々が行います。

　我々がボランティアをトレーニングいたしまして、１

カ月に１回、現在は行っています。そして、年間を通し

て行っております。第２土曜日ですけれども、来てくだ

さいということで、そして、２時間半のトレーニングに

なっています。非常にシンプルです。ずっと順番に見せ

ていきます。見回りということで、どのようにこれを設

定するのか、小さな場所で、犬猫ですけれども、基本的

なものを教えます。そして、練習してもらいまして、キー

となるのは、このような部屋はどういうふうになるのか

ということ。すなわち、犬のすぐ横に猫を置くというこ

とではなくて、食べ物をあげるところのスペースも必要

ですし、そして、いろいろなものですけれど、シェルター

に関連するものがあります。詳細は申し上げませんけれ

ど、これはどのように動き、動線があるかということ。

　それから、ボランティアもあります。それから、ボラ

ンティアも同じトレーニングを提供します。マニュアル

を提供して、そして、大体どういうような感触かという

のをつかんでもらいます。  【スライド 26】
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【スライド 27】

　そして、また通常のボランティアのトレーニング、こ

れは２時間のセッションです。ボランティア、また 12

時間の実際のシェルター、犬猫がいる、あるいは人がい

るところで仕事をしてもらいます。そして、また、その

後で緊急のシェルターということです。例えば、今週嵐

が来るとか、そういうような場合には、それを自覚して

もらわなければなりません。そういうようなものをあら

かじめ構築していくということが重要になってきます。 
【スライド 27】

    そして、チェックインのプロセス、受け入れ、登録の

プロセスです。日本ではどうかわかりませんけれども、

この緊急用のシェルターですが、アメリカ全体でもって、

赤十字などがそうですけれども、自分たちの、例えば５

日分の水を持っておきなさい、それから、また食べ物で

あるとか、水であるとか、ハワイでも同じことを依頼し

ております。したがいまして、災害用のキットですが、

ペット用にも準備しなければなりません。そして、人が

あらわれます。飼い主があらわれたときに、キットがな

いという場合があります。

　すべてのペットですけれど、移動の家、すなわちクレー

ト、ケージが必要になります。住めるところ、１週間入

れるところです。座ったり、あるいは横になったりする

十分なスペースがあることと、我々、シェルターでも販

売しております。例えば犬のクラスなどがありまして、

そして、ペットの災害のクラスなどでもってお話しして

おりますけれども、入って……。そして、シェルターに

入りたいと。クレートがあれば、そのまま手続へ行きま

す。なければ、我々のサプライ具を見てみます。十分な

ければ、このペットを車の中に維持しなければならない

場合があります。これは最後の手段なんですけれども、

我々としましては、飼い主はできるだけ、このようなペッ

トのケージを用意するようにと言っております。

 【スライド 28】

    飼い主の責任でありますが、自分たちのペット、例え

ば、食べ物を与えたり、ペットの世話をする、散歩をさ

せるなどの責任があります。面会時間として、このよう

にシェルターへの面会時間が決まっております。そして、

犬を散歩させている間、そういうような場合には、猫あ

るいは鳥などは外に出ないということです。

【スライド 29】 【スライド 30】

【スライド 28】

【スライド 29】

【スライド 30】

    そして、こういうような形で、イベントによりまして

何日かというのは決まってくるわけですけれども、そし

て、終わったらチェックアウトがあります。この飼い主

が自分たちの動物を連れて出なければなりません。ほか

の動物を連れていくということがあってはいけませんの
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【スライド 31】

で、チェックアウトのプロセスがあります。

　先ほども申し上げましたけれども、地震があったとき

にシェルターを設置します。その手順はどうなっている

のかということですけれども、できるだけ家族を一緒に

するというのが我々のゴールです。動物が別のところに、

あるいは放棄されてしまっているということのないよう

にするわけです。それが我々の目的です。 【スライド 31】

【スライド 32】

【スライド 33】

    それから、清掃のところに入ります。動物が撤去をさ

れる、あるいは動物が連れていかれると、きれいに整復

しなければなりません。成功裏にこの活動を維持するた

めには、クロージング、この清掃、それから終了時のア

セスメントというのが非常に重要です。  【スライド 32】

　そのほかの政府の機関とうまくやっていくためには、

ペットを今、学校でも、それから、その他の建物でも受

け入れられているわけです。州立の建物があって、そし

て、非常に抵抗のある人たちもいるわけです。したがっ

て、我々はこれをどういうふうにできるか。それから、

また、悪影響を及ぼさないために、どういうことをして

いるかということ。そういうようなこともお話をしてお

ります。このようなプランですが、パネルでまたお話し

したいと思います。 【スライド 33】

    最後になりましたけれども、こういうようないろんな

ことですけれども、ボランティアなしでは行っていくこ

とはできません。この前ですが、日本で最もすばらしい

ボランティアの方々にお目にかかりました。スタッフは

十分ではありません。こういうような作業をしていくた

めに、動物のためにいろいろなことをしていくためには、

ボランティアの皆様の協力というのが非常に必要です。

　ボランティアの方々はトレーニングが必要ですけれど

も、いつも皆様に本当に感謝、感謝をしております。我々

家族を維持、そして、保護してくれています。ありがと

うございました。 【スライド 34】

【スライド 34】
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阪神・淡路大震災時の動物救護活動を振り返る

Looking Back on Animal Rescue Activities in the Wake of the Great Hanshin-Awaji Earthquake
市田　成勝　大震災動物救護メモリアル協議会　会長

Shigekatsu ICHIDA　Chairman, The Great Earthquake Animal Rescue Memorial Association

    紹介にあずかりました市田でござい

ます。大震災を振り返ってということ

で、かいつまんでお話ししたいと思い

ます。

    震災のときにまず考えたものが、組

織づくりということでございます。い

わゆる震災が起こったときには、やっ

ぱり現地で救援本部というか、そういったものが立ち上

がらないと、ちょっと第１歩が踏み出せないということ

です。 

【スライド 1】

【スライド 2】

    この三つの団体が集まったわけですけれども、当時は、

そういった現地、あるいはそれを支援する東京本部とい

うものを立ち上げたらということが、お話があったよう

でございます。【スライド 2】

　愛護団体、それから獣医師会。獣医師会でも神戸と兵

庫県ということで、まるっきりおんなじではございませ

んので、似てはいるんだけども、若干違ったところもあ

るということ。微妙なずれということですね。それから、

愛護団体に関しましても、獣医師会ともやっぱり違った

ところがある、でも、共通のところがあると。その共通

のところで、どないか救援活動を行うことができないの

かというふうな形のものが焦点になってくると思いま

す。

　結局、共有できるようなところのものが集まって、こ

の３団体が集まって、それに神戸市、兵庫県というもの

がアドバイザー的な形で入って、どうしようかというふ

うな話し合いになったということです。でも、究極的に

は、この救護センターというものを設置して、動物の救

護に当たるんだというふうな形になったわけなんですけ

れども、この組織をつくる、実際にできたのが１月 21 日。

震災から４日後にはできたということで、非常に早くで

きたんではないかなと思います。

　それから、実際に救護センターの設立というふうな形

になるんですけれども、神戸の場合は北区の動物管理セ

ンターがございまして、その中に設置するというふうな

ことで割と早くできたと、決まったということで、実際

には１月 22、３日ぐらいから、ぼちぼちシェルターの

建設に取りかかったと。これは三田というふうに書いて

ますけれども、要は場所を探すところということに時間

がかかったということで、結果として三田市ということ

で、若干、奥の方に入っていくところに救護センターが

できたということです。今現在では、兵庫県の場合は武

庫川沿いに愛護館ができておりますし、淡路だとか、三

木だとか、加西だとか、あるいは但馬の方にも計画があ

るということで、そういったものができますと、いわゆ

る全県的なカバーができるであろうということで、ふだ

んから、はやり土地、場所ですね、どこにつくるんだと

いうふうな形のものがないと、なかなかすっとできるよ

うなものではございません。

　神戸の管理センターというところは、非常にちょっと

離れたところと言うんですか、山一つがちょうど大きな

墓園になっておりまして、その一角で、近所に防災セン

ターだとか、拘置所だとか、幸せの村だとか、そういっ

たものがある、ちょっと一般住宅とは離れたところにあ

るので、そういう点ではつくりやすかったと。

　　三田の方も、三田ゴルフ場の裏の谷間のところを造
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成してつくったと。これも、やはり離れた場所にできた

ということで、町の真ん中にぼこんと持ってくるという

ことは、なかなかちょっと難しいのではないかなと思っ

ております。

　だから、ふだんからやっぱり少なくとも土地というも

のを確保しておくということで、我々の場合はいわゆる

地震だけであったんですけれども、例えば、東海だとか

南海地震だとかということになりますと、今度は津波が

来ると。こいつは外国なんかである、インドネシアとか、

そういうようなところを見ますと、やっぱり 10 メート

ルクラスの津波が来てるので、そういうようなところか

ら、まだ防ぐような場所でないと、ちょっとぐあいが悪

いだろうというふうには思っておりますけども、非常に

対応が、その点ではうまいこといったんではないかなと

思っております。

【スライド 3】

    それから、これは一応、救護センターの体系というん

ですか、いろんな係をつくってみたということで、いき

なりできたわけじゃございませんので。一応、ここの事

務班という、いわゆる受け入れのとこですね。本部のと

この連絡だとか、電話受付だとか、業務、それから報告

ですね。 【スライド 3】

　報告なんかでもそうなんですけれども、いわゆる新聞

社とか、そういったものが毎日毎日電話かけてきて、「今、

何頭ですか。どんなんなってますか」ということで電話

をかけてくるんですけど、かけてくるときというのは４

時とか、５時とかの時間で、動物飼ってると夕方の世話

をする、その真っただ中でのときに電話かけてくると、

そうしますと、非常にたくさんのボランティアさんだと

か、動物なんかも出入りしてますので、非常に厄介なん

ですね。そのかわりがないから、どういうんですか、間

違いもないしということを言ってみたって、もう新聞社

とか、そういったところはオーケーしてくれませんので。

本当は、うまいこといけば、そういう人が、係が１人おっ

て対応してくれれば一番楽かなとは思うんですけども、

なかなかうまいこといかなかった。

　一つ、あとはこれ会計というのがあるんですけど、こ

れはお金の出し入れをするので、重要な場所でございま

す。当然、閉鎖するときには公認会計士を入れて、精査

して、間違いがないというような形に最終的にはなるん

ですけれども、それまでの毎日の運営というふうな形の

もので、大きなものはいいんですけれども、小さな日常

のことですね。食事だとか、筆記用具だとか、日常品を

ちょこちょこ買うという、そういう細かいところという

のは非常にやっぱり厄介なので、これもやはり専門の人

がおって、しょっちゅう来てもらうというふうな形でな

いと、なかなか整理がつかないというふうな形で、こう

いうものがないと、やはりボランティアさんに心地よく

働いてもらえるというようなこともできないということ

です。

　それから、獣医療班というのは、これはもう神戸の場

合、神戸市獣医師会がございますので、治療、それから

検診だとか、そういったことをするんですけれども、我々

だけではとてもじゃないけど数が足りません。当初は、

１日にやっぱり 50 頭、60 頭という診療頭数があったと

思いますので、朝から晩までやったって、やっとこさ間

に合うぐらいの程度。だから、応援に駆けつけてくれた

獣医さん、あるいは学生獣医なんかに言ってやるんです

けれども、なかなかうまいこといかない。それで、やっ

ぱり中心になって、こういうふうにしてください、ああ

いうふうにしてください、これはここでは手に負えませ

んから、動物病院の方に収容してくださいというふうな

形の指示を出さなくちゃいけないと。そのときのチーフ

にならんといかんということで、これは、いきなりなっ

て、幾ら神戸の会員だからといって、やってくれと言っ

ても、そら、うまいことやれる人もおれば、そうでもな

い人もおれば、なかなか、やはりそこら辺のチームワー

クというか、なれる人となれない人というふうな形のも

のもございました。何だかんだと言いもってもできたと

いうことで、何とか踏ん張ったということやと思います。

　あとは、この飼育班というのは、これは実際に動物の

飼育を担当するんですけれども、これもボランティアさ

ん、このボランティア班とこちらと、やはり連携をして

おかないと、どれぐらい一体ボランティアさんが要るん

ですかというふうな形のものですよね。だから、今はい

い、後は、これぐらいになったら、もうちょっと要ると

かという日程調整というんですか。それはボランティア

班だけが考えたって、実際にはうまいこといきませんか

ら、こういう飼育班なんかと連携をとって、それでやら

なくちゃいけないということで、初めのうちは、人が集
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まるかどうかもわからなかったという形なので、もう来

てくれ、来てくれというふうなことしか言えなかったん

ですけれども、そのうち、なれてきますと、いついつぐ

らいから来てくれ、どれぐらいから来てくれ、それから、

何をしてくれと、何をしてほしいんだと、それをはっき

りこちらが言えるようになって、逆に言うたら、それ、

できないので、これしかできないと言ったら、いや、そ

れはもう今は要らないと。また、１カ月後やったら１カ

月後に電話してくれというような形のことを言えるよう

になって、今考えれば、そういったことを、わかってお

れば言うべきであろうと。言ってあげて、協力を求める

というふうな形が一番いいのかなとは思っております。

　この飼育班とボランティア班の関係ですが、ボラン

ティアというのも、何も動物の飼育ばっかしをやってる

わけじゃなくて、大事なことは、やはりボランティアさ

んの生活ですね。それを支えなくちゃいけない。簡単な

話、食事をせないかんとか、お風呂場を設置するとか、

日用品だとか、いろんなことをやらなくちゃいけないと。

そういう方も、実際問題、途中では出てこられたんです

けれども、やはり、もうちょっと、どういうんですか、

組織立ってできれば一番よかったかなと。

　例えば、食事問題なんかにしてもそうなんですけれど

も、ボランティアのそういう団体が近くにあって、申し

込みがあったんですけれども、何か保健所の関係か何か

で、動物なんかと一緒で食事をするようなところは、不

衛生だからやめてくれというふうなことを言われたとい

うことで、実際問題、食堂に使ってたところは動物のこ

ういう診察台があって、そこで治療して、治療が終わっ

たら、きれいにぞうきんでふいて、そこで食事をしとっ

たわけなんですけれども、別に、それでボランティアさ

んの方から文句は出たことはない。だけども、そういう

人が来たときには、これはだめだと。じゃあ、場所がな

いと、物がないということで、実はあそこに大きなテン

トがあるやないかと。実は、自衛隊から借りたテントが

あったんですけれども、その中は救援物資がいっぱい

入っとるわけで、そんなもん、ほうり出してというのは

無理やと。向こうの言うのは、ここがあいとるから、こ

こに支援物資等を入れろと。ここへ入れたら、診察室が

ないやないかという話で、ある程度もめて、結果として

は、もう結構ですというふうな形になったんですけれど

も、実際には、そういう形のものがもう少し柔軟な形で

対応してくれれば、我々もよかったのかなというふうな。

こういうのは緊急時なので、例えば、通常の規約を適用

すると、実際にはできないと。だから、もうちょっと緩

めてくれというふうな形のもの。そういったことも一つ。

特に動物飼育の例えば仮設だとか、それから公営住宅だ

とか、そういったふうの形のものでは、そういったこと

を行政さんもやっていただいたんですけれども、こと食

事だとか、そういったことまではわからなかったのかな

というところが一つございます。

　一応、こういうふうな形のもので動いていって、セン

ターの運営というような形のものが滞りなく、ある程度

できたのかなということはありますけれども、そういう

ふうな反省点というような改良の余地は当然あるでしょ

うと思います。

【スライド 4】

    これが一応ボランティアの統計なんですけども、ここ

が日帰りで、これだけが、これが宿泊ボランティアです

ね。それから、これが学生の獣医さん。それから、ボラ

ンティアの獣医さんが来られたと。これが福祉協会と神

戸市獣医師会の総数というふうな形のもので、大体ここ

の４月ぐらいまで、ここら辺ぐらいまでというのが一つ

の区切りで、５月 12 日ぐらいからはプレハブのシェル

ターがちゃんとしたものができて、それまでは、ここの

ところはビニールハウスの緊急避難的なものであったと

いうことで、それが、やはり震災からだんだん月数がたっ

てきたこともあるんですけども、ボランティアさんの数

が減ったというのは、そんなに必要がだんだんなくなっ

てきたということで、こういうふうな形。 【スライド 4】

　だから、震災が起こったときには、初めはぶわっと来

るし、いろんなストレスだとか、いろんな病気の動物も

来るしということで、初めのうちは、やはりこういう形

ではないかなと。そのうち、やはり被災動物というもの

がいろいろと受け入れられてきて、数が減ってくれば、

当然、ボランティアさんもそんなに必要はなくなるわけ

ですから、徐々に徐々に下がっていく。ここら辺は大体

最低限、救護センターを運営するには必要な数というふ

うな形のものであろうというふうには思っております。

だから、ここら辺に来られるという人と、いや、そこは

もう、ちょっと無理やけど、例えば夏休みしか来られへ
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んとかいうような方でもいいんですけれども、やはり何

ができるか、どんなことができるんだろうというふうな

形のものを、もう一つ、考え方としては持ってもらった

方がいいのかなと思っております。

　それから、これは先ほどの組織、それから場所、それ

から人というふうな形のものがあって、その次に、やは

り資金ですね。活動資金というのが要るので、我々の場

合は何も、どういうのか、準備というものは全くなかっ

たんですけど、それで、初期に非常に困ったということ

があって、我々が行った義援金が大体 8,300 万円ぐらい

残りましたので、それをもとにして、東京本部という中

から５団体に頼みまして、緊急災害時動物救援本部とい

うふうな本部をつくっていただいたと。実際には、例え

ばナホトカ号の油流出だとか、北海道の有珠山だとか、

東京都の三宅島だとか、そういうような時々の初期活動

の初期費用ですね。それを出させてもらって、大分活動

というんですか、スムーズにいけたのではないかなと

思っております。

　当然、今は来る、来ると言われてて来ないような、例

えば東京直下型だとか、そういったものがもし来ました

ら、もう 8,000 万円ぐらいはすっ飛んでしまうというふ

うな形ではないかなと思って、十分な額とは思っており

ませんけれども、ある程度の形の目的というものは達成

できたのではないかなと思っております。

【スライド 5】

【スライド 6】

    それから、これはアンケートをとって、活動はだれが

すべきなのだろうと。言うと、一番はこれと。いわゆる

行政、獣医師会、愛護団体、三者協働というふうな、こ

ういったものが一番いいんじゃないかなということで、

次には、常設的な団体を活動すべきだというのがあって、

できればいいなとは思いつつ、まだ多分できてないのか

なとは思っておりますけども、なかなか難しいところも

あるとは思います。 【スライド 5】 【スライド 6】

【スライド 7】

   それから、救護サイト、動物への対応ということで、

これは飼い主責任ということで、飼い主さんの動物、我々

の動物じゃなくて、飼い主さん、もちろん飼い主が飼っ

てるわけですから、だから、その動物は一体どうするん

だろうということでアンケートをとったものですけれど

も、これが断トツですね。これは飼い主さんが引き取っ

て、ずっと飼えというふうな形。あるいは、自分が全然

飼えないと判断したら、早く新しい飼い主さんを見つけ

て、そういう方に頼めというふうな形。 【スライド 7】

　これは、阪神・淡路のときには、普通はセンターに預

かるのは１カ月、延長しても全部で２カ月の間に考えて

くださいと。どうするのか決めてくださいということを

言いました。初めのうちは、いや、家が建つまでとか、

何だかんだと思ってたんですけれども、結局、時間がたっ

てきますと、アルファ・シンドロームということで、こ

れはボランティアさんがごろごろ変わってくる。いわゆ

る動物から見た飼い主が、１週間、２週間でころころ変

わってくるわけなんで、おかしくなっちゃうというふう

な形。だから、当然飼い方というのが微妙な差が出てく

るということなので、早いこと飼い主さんを決めてあげ

るというふうな形が一応ベストではないかなというふう

に思って、これはやっぱりふだんからそういうふうに考

えて、対応しておくべきことであろうというふうに思い
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ます。それが、やはり飼い主責任というふうなことやと

思いますし、これは１匹の場合やったらそうですけれど

も、例えば、これが多頭飼育みたいになってくると、ま

た大変なんで、やはり多頭飼育されてる方はしてもいい

んでしょうけれども、やはり災害時だとか、何かあった

ときにはどうするんだということはやはり決めておかな

いと、ただ漠然とふえちゃった、飼っちゃったと、それ

だけではやはりだめでしょうというふうには思っており

ます。

　あとは、この２番目に、これはここのことで、どんな

ことがあっても最後まで飼えというふうな趣旨のことや

ろうと思うので、至極ごもっともなことではないかなと

思っております。

【スライド 8】

    それから、これが当時センターに入ったときの、避妊・

去勢してる率ですね。だから、犬やったら、3.8 ぐらい

しかないんですね。猫でも７、ちょっとこれは多くて、

11％ぐらい。これぐらいしか、当時、去勢・避妊の数

というのはいないんですね。だから、今やったら、もう

ちょっといるのかもしれませんけれども、やはりふだん

から飼い方というふうなものを決めておいてやらない

と、むだな赤ちゃんができちゃうと。これなんかも、一

つは、事例としては、やはり仮設なんかに入居するとき

に、動物の持ち込みはだめだと言ってたのを、やはり行

政の方から頼んでいただいて、厳しい条件を出すなとい

うことを言っておいたんですけれども、やはり仮設から

退去するときに、どうしてもやっぱり残ってきちゃう。

残ってきて、はっと気がついたときには、むだな子供さ

んができておるというふうなことになってしまいますの

で、やはりこういったことも飼い主責任として、ふだん

から対応しておくべきというふうに思います。【スライド 8】

    それから、災害の備えをしておりますかということで、

はいということで、28.8 という形なので、えっと思って、

内訳を見てみますと、特別なことは何もなくて、簡単な

話、名札つけてるぐらいの程度のものなんですね。だか

ら、それはそれでいいんですと。だけど、それだけじゃ、

やっぱりちょっと足らんよと。今であれば、マイクロチッ

プを入れるとか、あるいはふだんからしつけなんかも

ちゃんとしておかないといけない。それから、先ほどの

避妊・去勢、あるいは狂犬病の注射だとか、フィラリア

の予防だとか、そういったこともちゃんとしてください

と。健康体のものをつくっておいてください。それから、

備えというのは動物だけじゃなくて、やはり先ほどの話

みたいに連れて逃げるというときに、そんなもんたくさ

んおったら、とてもじゃないけどだめ。例えば、年寄り

の方が大きなラブラドールとか、そういうのを連れて逃

げるっていうのは、それはなかなか難しいことであると。

だから、その辺のところもよく考えておいてくださいと

いうふうなことかなと思います。 【スライド 9】

【スライド 9】

【スライド 10】

   これは、救援した 1,556 頭のうちの、これが全部で

481 ですか、ここに書いてますけれども、これの分母と

いうことになっております。これだけの約３割の回答が

あったということで、こういう回答にすれば、いい方だ

というふうな話を聞きましたので、分母として、こういっ

たものがあったということで、御報告させてもらいます。

　以上です。 
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日本における過去 20 年余りに起こった緊急災害時の動物救援活動の変遷

Changes in Japan’s Animal Rescue Activities during Crises over the Past 20 Years
山口　千津子　（社）日本動物福祉協会　獣医師調査員

Chizuko YAMAGUCHI　Veterinary Inspector, Japan Animal Welfare Society

    皆様、こんにちは。ただいま御紹介

いただきました、日本動物福祉協会の

山口と申します。

　私の方からは、私が今の日本動物福

祉協会に入って、もう 20 云年たちま

すので、その間にかかわりました緊急

災害時の救護活動、だんだん少し年を

経るごとに変わってまいりましたので、その辺のところ

をお話しさせていただきたいと思います。

　阪神大震災、兵庫県南部地震なんですが、これも組織

立って救護活動が始まった最初ではあるんですが、その

前から、その兆し的なものがあったものですから、その

辺のところからお話しさせていただきたいと思います。

それで、阪神大震災のときにつきましては、もう十分、

けさほどから市田先生がお話しくださっておりますの

で、できるだけ割愛したいと思います。 【スライド 1】

【スライド 1】

【スライド 2】

　では、まず、主な過去の災害における動物救護活動か

らお話しさせていただきます。

　日本は本当に水害とか、いろんなものまで入れますと、

毎年何かかんか、どこかで起こっていると思うんですね。

でも、そのごとに小さな単位でのフードを送ったりとか、

私たちもしているんですけれども、主なものに限って、

きょうはお話しさせていただきたいと思います。

　まず、一番最初に私がかかわりました 1986 年の伊豆

諸島の大島三原山の噴火からお話しさせていただきたい

と思います。 【スライド 2】

【スライド 3】

　大島は一応、住民約１万人のところで、あのときは全

島避難指示が出たんですが、やはり、いや、僕は避難し

ない、動物がいるからという方もおられたそうなんです

が、私が直接聞いたわけではないんですが、それでも、

やはり船の船着き場まで、皆さん、犬を連れてこられた

んですよ。ところが、あの当時は船に犬は乗せられませ

んということで、船着き場でみんな離されたんですね。

ただ、一部の方々は、いや、この子は盲導犬のかわりを

しているんですよとか、犬をおぶってねんねこを着せら

れたりとか、ケージに猫を入れられた子については、こ

ちらの東京の本土の方に来ることができたんですね。

　ただ、同行できたペット動物も、私、ずっと避難所を

回ってみたんですが、最初の間はそんなに、お互いさま

ねと、みんなパニクってますから、お互いさまねだった

んですけれども、５日から１週間ぐらいで、ちょうどあ

れは 11 月だったと思いますので、そろそろ皆さん風邪

とかが出てきて、みんな、ごほん、ごほんとかやるよう

になりますと、全くプライバシーのない体育館ですので、
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それも神経がいらいらしていることもあると思うんです

けれど、きっとそのごほんごほんは猫がいるせいだ、鳥

がいるせいだ、ハムスターがいるせいだということで、

動物のせいに、みんなされていってしまった。そこで、

そういう状況を私たちが聞いたものですから、ではとい

うことで、マスコミで一時預かり家庭を募集いたしまし

て、一時預かりをしていただきました。

　かつ、全部船着き場で手放してきたわけですので、残

された犬猫等につきましては、保健所の方のペット班と

地元消防団員がヘリでフードを向こうに運んで、給餌、

給水して回ってくださってたんですね。そのときに、私

どもの協会からもフードは御寄附させていただいたんで

すが、やはり水のことがあるので、できるだけ半生か

ウェットなフードにしてくださいみたいな、御寄附いた

だけるならウェットがいいですみたいな御注文もあった

ことを覚えております。

　自治体、獣医師会、愛護団体、先ほどの市田先生のお

話の中に出てきました、そういう一緒になって組織をつ

くって救援活動をするというところまでは至らなかった

んですね。ただ、それぞれがそれぞれの動きを、自治体

は自治体、獣医師会はこちらに、本土の方に来られた動

物については、東京都獣医師会が多分治療とかもなさっ

てたでしょうし、私たちの方も、避難所にいた動物たち

の世話に行ったり、あるいは一時家庭で預かっていただ

いたりということで、組織という形までは至らなかった

んですね。ただ、避難自体が約１カ月と、それほど長く

はなかったものですから、何とか乗り越えられたという

ところだと思います。

　島ということでもありますので、手放した動物が一応

島の中にいるということですので、皆さん島へ帰られて、

帰島されたときには、それぞれ、この子はどこの家の子

だということが皆さんわかってたみたいですので、この

本土みたいに、東京のどこで手放したら、隣の県にずっ

と行っちゃうみたいなところはなかったところが、何と

かなったところかなというふうに思っています。

【スライド 3】

　その当時の写真のところは、今のところ、ずっと昔の

まとまったものの冊子からしか撮れないんですが、そこ

の写真が撮れなかったものですから、ちょっとここに、

この写真はないんですが、次の 1991 年に起こりました

雲仙普賢岳の噴火でございますが、このときは火砕流が

流れて、43 名の死者が出ました。このときも動物愛護

団体は愛護団体で動物を預かり、動物病院も動物病院で

被災動物を預かり、ちょっと長期化に向けたので、避難

の長期化を見て、空き豚舎、豚舎があいてるとこ、端っ

【スライド 4】

こにまだ、ちょっと豚が残ってたように思いますが、空

き豚舎を利用したシェルターをつくられたんですね。

　このときは約１年の期間を保護したわけですけれど

も、このときも火砕流が流れたあたりとか、そのあたり

はもう絶対一般人は立入禁止ですけれども、とにかく着

のみ着のままで逃げられた方々、動物も置いてこられた

方が結構いらっしゃいまして、そこには助けに行こうに

も、自衛隊等から絶対入るなということが言われてます

ので、そのかわり、自治体の職員が場所を決めて、フー

ドと水を配って回っていたんですね。そういうフードは、

先ほどの大島のときもそうですけれども、ペットフード

会社の方々がありがたくも御寄附くださって、けがした

動物用の医薬品も、会社の方から御寄附いただいており

ました。

　自治体、獣医師会、動物愛護団体との協力体制はでき

始めました。私たちの方で義援金といいますか、動物の

救助のために使ってくださいと言って集まったお金は、

長崎の獣医師会の方にお渡しをして使っていただくとい

うふうになったり、あるいはそこから新しい飼い主にも

らわれていくときの、不妊・去勢手術を獣医師会がやら

れるのを、私たちがちょっと助成金を出させていただい

たりという、少しずつ、それからフードは保健所に送っ

て、保健所で確保してていただくというふうに、少しず

つ一緒にやるという傾向が出てきたんですが、阪神大震



28 ワークショップ I　緊急災害時の危機管理

災のように、一緒に救援本部を立ち上げて、その中で動

いていこうというところまでは、まだ至らなかったんで

すね。 【スライド 4】

【スライド 5】

　そして、1995 年の兵庫県南部地震で初めて、先ほど

御説明がありましたように、自治体、獣医師会、動物愛

護団体が一緒になって、動物救援本部、自治体の方はア

ドバイザーという形で周りにいたということになってお

りますけれど、でも、会議のときとかは出席されて、い

ろんなお話もされたわけですから、一緒に活動をしたと

いうことで、初めて組織立って、被災動物の救護活動が

行われたということなんですね。【スライド 5】

【スライド 6】

　それから、今までは家庭に預かってもらったり、豚舎

を改善したりということだったんですけれど、ここで初

めて、先ほどスライドにも出て、市田先生のスライドに

ありましたように、最初はビニールテント、それから、

長期化に向けてプレハブの施設を建設されて、約１年４

カ月、救護動物数、先ほど先生に聞きますと、1,548 じゃ

なくて 1,556 ということでしたので訂正させていただき

ますけれども、1,556 頭対応いたしました。

【スライド 6】 【スライド 7】

【スライド 7】

【スライド 8】

　このときも、多くの企業や一般からの動物の救援物資

が集まり、寄附も集まり、動物のボランティアも多分、

その前の二つよりも一番たくさん、動物のボランティア

が集まったんだろうと思います。私もここに来ながら、

先ほどのボランティアを助けるボランティアの話があり

ましたけれども、実際、私、神戸のセンターも三田のセ

ンターもどちらも行ってたんですけれども、三田のセン

ターとかは、食事をつくるボランティア、ボランティア

さんのための炊き出しですよね。それをやるボランティ

アさんも、最後の方には組織立ってできるようになって

きました。

　そして、このときにたくさんの御寄附をいただいて、

おかげさまで少し残りました。先ほど市田先生もお話し

くださいましたけれども、その残金を基金として、これ

から幾らでも、日本は自然災害は山ほどありますので、

どこで何が起こるかわからない。その緊急災害時に向け

て、緊急災害時動物救援本部を立ち上げました。そして、

その後、これから以降の緊急災害時には、その立ち上げ

の費用及びボランティアの派遣及び機材といいますか、

ケージとか、そういうものを蓄えておいて、それを発送

するということを始めたんですね。

　兵庫県南部地震の写真は、先ほどたくさんお示しくだ

さいましたので、すらっと行きます。同じような写真で

ございますので。【スライド 8】

　次に起こりましたのが、この間に、ほかにもありまし
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【スライド 9】

たけれども、2000 年の有珠山噴火災害についてお話し

させていただきますと、このとき救護した動物の数は

348 頭。兵庫県南部地震後に設立された緊急災害時動物

救援本部から立ち上げの資金をお借りして、そして、北

海道庁、獣医師会、動物愛護団体から成る小動物救援対

策本部を立ち上げまして、プレハブの動物舎を設置しま

した。一つはもともと工事現場として使ってたところを

使わせていただき、その横とかに、プレハブを幾つか足

したんですね。

　その中で、もう皆さん最初ですから、私も立ち上げの

ころ、何度かお話に出てまいります馬場先生と一緒に山

行きの格好で行き、寝袋を持って、床に寝袋に入ってご

ろんと寝る状態でお手伝いしておりました。ここは約５

カ月間で終了したんですけれども、預かり動物の、やは

り、どうしてもケージの中へ入れますと、今まで特に北

海道は、外でつながれている子とか、大自然の中でいる

子が多かったものですから、ケージの中に入れられるこ

と自体が多大なストレスということで、やはり血便とか、

血尿とか、そういう状態も結構出てきたということもあ

りまして、外でいた子は、この短期間だから、外でいた

ような環境をつくってあげる方がストレスがないんだろ

うということで、第２施設を、もうちょっとオープンな

形の施設にして、ストレスを軽減しようということにな

りました。

　やはり猫の場合は、鼻気管炎が１頭入ってきますと、

気をつけていても、くしゅん、くしゅんとあちらこちら

でやるようになりまして、ちょっと隔離室を慌ててつ

くったというふうなことがありました。

　ここでも、ここの場合は火砕流ではなく土石流が流れ

たんですが、その地域の方々は、とりあえず慌てて御自

分だけで逃げられた。そして、動物が残されていたとこ

ろもあったんですけれども、そこもやはり危険地域です

ので、これは北海道の獣医師会が、自衛隊の車の後ろを

ついて、出ていけと言われたらすぐ出ていくから、そこ

に残された動物をとりに行かせてくださいと、保護しに

【スライド 10】

【スライド 11】

【スライド 12】
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【スライド 13】

【スライド 14】

行かせてくださいと申し入れたんですけれど、断られま

した。そこで、保護できずに、一般立ち入り禁止区域に

残されている犬や猫については、警察、消防、自治体が

車に積んで、やはり給餌、給水に走っていってくれまし

た。

　このときも結構、企業、一般の方々からの救援物資、

寄附、ボランティアとかが、だんだん徐々に入ってくる

ようになりました。先ほどの、どんどん電話がかかって

きて、新聞記者とかが毎日おんなじことを聞いてきて、

対応がというお話があったんですけれど、この北海道の

ときには、１人が、パソコンに強い方が、パソコンの担

当みたいにして自分の方からいろんな情報を発信しよう

というところで、できるだけ毎日、センターの情報を流

すような努力もさせていただきました。

　やはり動物の、この場合は土石流が流れた反対側の町

に、伊達市に救護施設を建てたものですから、伊達市に

いらっしゃる方は、地震でぐらぐらと全部が揺れたわけ

じゃありませんので、全く普通の生活なんですね。です

から、被災したということに対する何か余りイメージが

ないようなところがあったりして、それと、北海道は広

いですから、神戸とか東京あたりと違いまして、犬をお

散歩に行ったら、ふんはそのまんまということが多かっ

たですから、皆さんボランティアさんは、ぐるっとお散

歩に外を歩いていただいたら、ふんをみんな、そのまん

まにしてこられた。そうしますと、今まで１頭だけが歩

いてたら目立たないから、みんな知らんぷりしてるんで

すが、みんな同じ道を、続いてみんな、そこでふんをし

ていきますと、やっぱりふんが目立ってまいりまして、

近所から苦情が出るようになったものですから、ふんと

り隊をその後組織しまして、ふんとり隊がふんをとって

回るというふうなこともやりました。やはり、その地域

地域で、それぞれの動物との暮らし方が違っております

ので、やはり、それぞれの地域性を考えることも必要な

のかなというふうに思われました。【スライド 9 ～ 14】

【スライド 15】

【スライド 16】

　これが有珠山の噴火のところなんですけれども、これ

は洞爺湖温泉街の公園から見た噴火口ですね。避難所を

私たち、ずっと回っていったんですけれども、避難所の

横に、ワゴンタイプの自家用車で２頭のシーズーと一緒

に過ごされていて、避難所には入らないんですかと言っ

たら、避難所にいるのは、情報が避難所にいっぱい、い

ろんな情報が集まるので、情報を聞くためには避難所の

ところにいるのはいいんですが、犬を連れていって、きゃ

んきゃん鳴いて、みんなに迷惑かけたらいけないからと

いうことで、避難所の駐車場でずっと寝泊まりされてい

るということだったんですね。【スライド 15】 【スライド 16】

　これは、体育館の横に段ボールで小屋をつくって、体
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【スライド 17】

育館の周り、何頭か、こういうふうにつながれた犬がい

たんですね。そこで飼い主が世話をしているという状況

で、猫も、こうやって段ボールに入れられてたんですね。

これがプレハブのセンターなんですが、もともと、この

建物だけはあったんですが、その周りに新たにプレハブ

をつくりました。【スライド 17 ～ 19】

　これが犬舎の内部で、やはり最初ですから、ケージで

飼育管理する以外ありません。小型犬というよりは、ど

ちらかというと中型以上の子が結構多かったものですか

ら、やはり、かなりストレスがたまる。【スライド 20】

　これは猫ですが、猫は棚の真ん中と上ということで、

ケージの中で保護しました。最後の方になってきますと、

【スライド 18】

【スライド 19】

【スライド 20】

【スライド 21】

猫はケージに入れられている、ちょっと小さいケージで

すので、少しでも自由に上下運動ができるようにという

ことで、犬のケージを三つ足して運動させようみたいな

話とか、ボランティアさんは本当に、日がわりではあり

ましても、皆さん、何とかしてふだんの生活に近いよう

な、猫は猫としての上下運動ができるような工夫をしま

しょうという、皆さん、一生懸命工夫はしてくれてまし

た。【スライド 21】

【スライド 22】

　これは、避難指定地域内に残っている動物のために

フード、水を配って回るのに、フードをとりに来られた

ところですね。けがをした子とか、調子の悪い子は獣医

さんが治療をしていきました。【スライド 22】 【スライド 23】
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【スライド 23】

　これが第２救護センターで、もともと牛なんかの共進

会をするところを使わせていただいて、ケージの中に入

れるより、この方が犬にとってはストレスがないんじゃ

ないかということで、こういう形にされました。飼い主

がわからない子については、新しい飼い主探しをいたし

ました。【スライド 24】 【スライド 25】

　 そ の 次 は、 私 も 一 番 ど っ ぷ り と か か わ り ま し た、

2000 年の三宅島噴火災害。同じ伊豆諸島なんですけれ

ども、三宅島の場合は住民約 3,000 人だったと思います。

救護動物数が 253 頭で、このときも、最初は自主避難

されてきてた方もいらっしゃるんですが、９月でしたか

に全島避難になりました。先ほどお話ししましたように、

【スライド 24】

【スライド 25】

【スライド 26】

大島のときには、全島避難というときには船には乗せら

れなかった。ところが、このときには東京都と東京都獣

医師会の方から、ケージを集めて三宅島に送って、同行

避難してきなさいということを言って、すべての船は動

物を乗せてくることができたわけですね。それだけでも、

本当に大島と三宅島のときとを考えれば、変わってきた

ということだと思うんですね。

　今回も、東京都獣医師会、動物愛護団体、東京都が一

緒になって、緊急災害時動物救援本部をともに設立して

運営をいたしました。このときは、東京都の地域防災計

画の中に既に動物の救護をすることが入っていたので、

それに従って、ケージの貸し出しもそうですけれども、

最初は東京都の施設及び獣医師会の会員の先生方のとこ

ろに個別に動物が保護されていたんですが、これも大島

のときは１カ月でしたけど、三宅島は何とガスが出てし

まいましたので、早々には帰れなくなってしまったとい

うことで、長期化に向けて、プレハブの施設を東京都の

土地に建てました。プレハブは東京都が建て、一部犬の

運動場みたいなところは集まった御寄附でつくりつけま

したけれども、運営を動物救援本部が行いまして、約１

年運営をいたしました。

　このときも、帰島する前にはいろいろ工事をしなきゃ

いけないので、工事関係者とか役所の方々が島の方に随

時渡られていってたんですけれども、そのときに、残さ

れた猫とか、主に猫ですね、猫に給餌、給水をされてお

られました。後から、本当に残されてた犬を保護して、

後から、私たちの方が預かったケースもあります。

　やっとやっと帰島ができる算段になったときに、やは

り猫はそのまんまおりますと、暖かいこともありまして

といいますか、かなり繁殖力が強いものですから、子猫

が生まれてしまっているということで、東京都の方は皆

さんが帰島する前に、島に残された子たちを捕まえて、

不妊・去勢手術を実施されておりました。

　もちろん、この三宅島の噴火災害のときも、企業、一
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【スライド 27】

般からの救援物資、寄附もあり、ボランティアもたくさ

ん集まっていただきました。ただ、ボランティアさんも、

私、ボランティアの方の担当の副センター長をやってた

ものですからしみじみ思うんですが、休みの日とかは結

構いらっしゃるんですが、平日というのはなかなか人が

集まらない。ですから、すべてボランティアだけで運営

しようと思うと、１年 365 日、動物はそこにいるのに

人手がない。ということは、動物のケアも十分できない

ということですから、そのボランティアをいかに確保す

るか。そして、そのボランティアのトレーニングをいか

にするかというところが重要になってくるのかなという

ふうに思いました。

　それと、やはり預けられた飼い主さんが会いに来られ

るんですけれども、飼い主さんが会いに来られたときに

は、本当に優しいボランティアさんで、それまではだっ

と遊んでいても、飼い主さんが来られたら、途端にもう

ボランティアさんの方なんか見向きもしない。飼い主、

飼い主で、もう飼い主しか見ていない。そして、しばら

く時間を過ごされて、飼い主さんがまた帰られるときに

は、私たちが犬舎に入れようと思っても、犬は後ろ髪引

かれるように、飼い主さんもそうですけれども、飼い主

の方を振り返りながら、犬舎に入るのを嫌がるというこ

とで、やはりそれを見ていましても、できれば飼い主さ

んが自分で世話ができるような形の動物の避難所ができ

れば一番いいのかなと。そこに獣医師会とか、動物愛護

団体がそれをサポートするような医療とか、動物のケア

とか、あるいは飼い主がわからない子たちの新しい飼い

主探しとか、そういういろんな相談を愛護団体が受ける

という、そういうシステムの方が、犬にとっても、猫に

とっても、人にとっても精神的にいいのかなというふう

に思ったんですね。【スライド 26】

【スライド 28】

【スライド 29】

【スライド 30】

　これが、三宅島の雄山の噴火の状況です。皆さん、ケー

ジに犬猫等を入れて、船の方に向かっているところです。

最初は動物病院の方にも、救援本部という形ではなく、

動物病院及び都のセンターの方に預かられました。それ

から後、長期化に向けてプレハブのセンターで、１階が

犬、２階が猫舎というふうにいたしました。これは、ほ

ぼ神戸の震災のときの形式に似ております。

【スライド 2】 【スライド 28】 【スライド 29】

　これがパドックの方から外を眺めている預かり犬です

ね。猫の方も犬のケージにロフトをつけて、これはみん

な手づくりでございます。こういう板とか売っていると

ころに行って買ってきて、みんな手づくりでやっており

ます。猫のケージの場合は、こんな狭いロフトでもある

と、上に乗って寝てるということで、ちょっとでも、猫

の本来の生活が出せたらいいなというふうに思っており
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【スライド 31】

ました。【スライド 30】 【スライド 31】

【スライド 32】

【スライド 33】

　ボランティアさんは、お洗濯もお散歩も食事づくりも、

みんなボランティアさんがやってくださいます。
【スライド 32】

　これは犬舎の中ですね。お散歩も行きます。獣医さん

が、東京都の獣医師会の先生方が、日がわりでチェック

に来てくださいます。【スライド 33】 【スライド 34】

　猫舎の方も、最初はケージで飼っていたんですが、最

初に見ていただきましたケージだったんですが、少しず

つ、やはりケージの中だけというのはストレスがたまり

ますので、とても、獣医さんというのは結構器用な方が

多くて、きょう、後でお話ししてくださいます佐藤先生

【スライド 34】

【スライド 35】

とかも中心になっていただいて、運動場というのをつく

りまして、そこに気の合った子同士、けんかする子です

とえらい目に遭いますので、気の合った同士が運動でき

るような形で、ケージをお掃除するときに運動場へ離し

ておいて、運動させてというふうな形とか、だんだん飼

い主のもとに帰っていって、数が減ってきたら、長時間

ここでいることができるようになったんですね。
【スライド 35】

【スライド 36】

　この運動場をつくるのも、皆さん、本当にボランティ

アで来てくださっている方々がお手伝いくださって、つ

くったわけです。みんな廃材を利用したり、隣がごみの

焼却場であって、その前にいろんなものが、まだまだ使
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える新品みたいなものが捨てられてたりすると、そこか

らちょっと拝借してきて、こういうじゅうたんで、棚に

巻いたりとか、こういうのを全部そういうものを使わせ

ていただいたんですね。【スライド 36】

【スライド 37】

　それから、その後が 2006 年の新潟県の中越地震なん

ですけれども、このときも結構大きな地震で、このとき

は、その前に水害があったですから、さらに被害がひど

くなって、このときは死者 67 名も出ました。救護動物

数が 267 頭。このときも緊急災害時動物救援本部のサ

ポートのもとで、新潟県獣医師会、動物愛護団体で組織

する救済本部が設置されました。同行避難してきた動物

たちを、県の動物保護管理センターとか、あるいは体育

館、人の避難所ですね。体育館の横にテントをつくって、

そこでケージを置いて、保護をしておりました。そこで

は飼い主が世話をして、獣医さんが巡回していくという

ふうな形。フードとかは御寄附するというふうな形でし

た。

　それから、自衛隊の一部のテントでは、ペット同伴被

災者用テントも設置されました。

　それから、ここでは悲惨なことが起こりました。先ほ

ど北海道では、やはり２匹のシーズーと一緒に車の中で

寝ている方がいらっしゃったんですが、けさほどの山﨑

先生のお話にもありましたように、車の中で犬と寝泊ま

りされていた飼い主が、エコノミー症候群で亡くなられ

たんですね。なかなか小さな車で、どうしても体を縮こ

めて寝てますから、やはり、このような悲惨なことが起

こってしまったんですね。それを考えますと、飼い主さ

んが安心して預けられるところがないと、こういう。動

物を助けないことは人も助けないと。先ほど、動物を助

けることは人を助けることだというふうに言いましたけ

れども、ここでは、動物を助けないでいると人も死ぬと

いうことが、これでわかったのかなというふうに思いま

す。【スライド 37】

　それから、このときは山古志村って覚えてらっしゃる

【スライド 38】

か、ざっと水につかってしまい、もうヘリでしか行けな

くなった地域があるんですけれども、そういうところに

は、残された動物の保護と給餌、給水を、県の方がヘリ

に乗せていただいて、運んでいかれました。【スライド 38】

【スライド 39】

　また、新潟で一つ新しいことが起こったのは、阪神大

震災のときは、仮設住宅に移ったとき、仮設住宅、大き

な声で公然と、ペット飼育オーケーですよとは言われな

かったと思うんですね。公然とオーケーとは言われな

かったとは思うんですが、新潟のときには、すべての仮

設住宅で、動物の飼育が可能になりました。早い遅いは

市によって違ったんですが、そのかわり、動物救済本部

は飼育規則を作成して、適切な飼育のサポートをしまし

た。もちろん不妊・去勢手術は義援金の中からしたわけ

ですけれども、皆さんも一戸建ての家でお住まいになら

れてる方が多いもので、集合住宅的なところでお住まい

になられた方が少ないので、やはり周りに迷惑かけても

いけないということで、県と獣医師会と愛護団体は、こ

ういう活動もされるようになりました。

　これが魚沼市の県道ですね。もう崩れてしまって、マ

ンホールが浮き上がってしまって、みたいになってます。

　これが長岡市の避難所、体育館の中ですね。その避難

所の横に併設されたペットハウスです。これがペットハ

ウスの中で、こうやって、猫ですけども、猫をケージで
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【スライド 40】

飼育管理して、飼い主さんがケアをする。フードは御寄

附すると。治療と病気、健康管理のことは獣医師会が相

談を受けるということになる。【スライド 39 ～ 44】

　これは、ダイちゃんという犬を連れてくるのに、トラッ

クの荷台に犬小屋と犬を載せて避難してこられて、学校

の運動場に置かれてました。この子がダイちゃんです。

【スライド 45】 【スライド 46】

【スライド 41】

【スライド 42】

【スライド 43】

【スライド 44】

【スライド 45】

【スライド 46】

　やはり皆さん、車で来られるときは、犬も家族も一緒

に避難されてこられてます。これは自衛隊のテントの中

で、一緒に避難している様子です。【スライド 47】

　これは、県の方々が航空隊員の協力を得て、山古志村

の方にフードを運んでいっているところですね。ヘリま
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【スライド 47】

【スライド 48】

で行っても、そこから先は歩きです。私も車が途中まで

行けるようになってから一緒に行かせていただきました

けれども、かなり山道で急なんですけれども、そこを荷

物を持って歩かれてたというのは、本当に大変だっただ

ろうなというふうに思います。

　運ばれたフードを、猫がたくさんいるんですね。山古

志村というのは水がとっても、わき水がきれいで、お水

は結構至るところで飲むことができるそうで、わき水が

あるからこそ、ニシキゴイの産業が盛んなんだそうです

けれど。県の方が猫を見つけたら保護して、連れており

て、飼い主さんを探すということもされておりました。

救護される猫ですね。これは、自分のところ、家つぶれ

【スライド 49】

たから預かってくださいという方も、犬猫ともにありま

して、その預かり事業ですね。【スライド 48】

　こういうふうに、これはある獣医さんの裏にプレハブ

を建てられて、そこで預かってた様子ですね。
【スライド 49】

【スライド 50】

【スライド 51】

　まだまだ猫の場合、特に地震揺ったときに、家にいな

かったと。自由に出してる猫が圧倒的に多いわけですの

で、まだ、この地域では。その動物たちを捜しに行く活

動もあったんですね。冬になりますと、あの地域は雪が

たくさん降りますので、警察官のこういう協力もありま

した。雪の中でも、猫を捕まえて飼い主さんのところへ

連れていこうと捕獲器をかけて、連れていくということ

もありました。【スライド 50】 【スライド 51】

　仮設住宅での動物飼育支援というのは、動物は室内で

飼育するということ。ワクチン接種する、繁殖制限をす

る、動物の飼育者の連絡先をつける、飼育者の会をつく

ると。専門家のサポートを受けるということで、こうい

う形で指導していかれました。【スライド 52】

　これが仮設住宅ですね。【スライド 54】

　また、譲渡会をいたしました。【スライド 55】

　新潟県の後、ペット動物の飼い主へのアンケートをい

たしました。そのアンケートを見ますと、被災時、ペッ

トをどうしましたかというとき、迷わず避難所へ連れて



38 ワークショップ I　緊急災害時の危機管理

【スライド 53】

【スライド 54】

【スライド 55】

【スライド 56】

きたとおっしゃる方が 59.0％、避難所の様子を見てか

ら連れてきたと言われる方が 6.6％、自宅へ置いてきた

という方が 23.0％なんですね。ですから、半数以上の

方が、やはり迷わず避難所へ連れてこられているんです

ね。

　それから、避難所ではどのように暮らしていますかと

いう問いには、やはり一番多かったのは屋外のテント、

それから避難所の屋外、それから飼い主と同居、ケージ

飼育。それから、屋外のテントとか、車の中とか、廊下

とかにも置いておかれたみたいですね。

　これからどのように暮らしたいですかという質問に

は、避難所で一緒に暮らしたい。やはり一緒に暮らして

いる動物とは離れたくないというところがあるように思

います。【スライド 56】

【スライド 57】

【スライド 58】

　現在のことを言いますと、国としても、災害対策基本

法に基づく地域防災計画の中で、災害時における動物救

援本部の設置、負傷動物の救護、迷子動物の捜索等の動

物愛護管理に関する事項を明記することを推進しており

ます。現在、全国で 79 自治体が明記しております。

　災害時等のために、マイクロチップ等による所有者明

示も推進しております。【スライド 57】 【スライド 58】

　東京都では、地域防災計画の中に、動物の救護の部分

も入っております。東京都の場合は震災編とか、何とか
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【スライド 59】

【スライド 60】

編と分かれているんですが、入っております。
【スライド 59】 【スライド 60】

　これが東京都における動物保護体制で、動物救援本部、

それから獣医師会、動物愛護団体、ペットフード工業会

とか、ボランティアとか、それと都の福祉保健局、その

上には警視庁とか、消防庁とか、建設局とか、国として

は環境省とか、厚労省とか、そういうとこと連携を取り

合いながら、区市町村と連携をとり合いながらやるとい

う、一応この応急体制は、図には起こされております。

【スライド 61】 【スライド 62】

【スライド 61】

【スライド 62】

【スライド 63】

　災害発生時の対応として、東京都も飼い主不明の動物

とか、避難所からの受け入れ要請で、動物保護班、医療

班と動物救援本部が情報を交換しながら、避難所を設置

したりして、動物を保護するという体制をとる。それに

は、動物愛護推進員とか、関係団体の協力支援が欠かせ

ないということですね。東京都でも、東京都は、区は独

立区みたいな形になってますので、それぞれの区市町村

が避難所は管理いたしますので、それぞれの区市町村に

おいて、ペットの収容や適正管理についての取り組み状

況がさまざまで、このように、まだまだ検討中とかとい

うところもあります。【スライド 63】 【スライド 64】

【スライド 64】
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【スライド 65】

【スライド 66】

　新宿区なんかでは既に協定書とかをつくっておりまし

て、これはいざというときにということで、一般区民向

けにパンフレットをつくっております。新聞でも、こう

いうふうにだんだん取り扱われるようになりました。
【スライド 65 ～ 69】

　今までの経験から考えまして、もちろん、地域防災計

画に入れられるのは絶対条件ですが、動物救援本部を立

ち上げてというだけではなく、これは動物の問題イコー

ル人の問題でもありますので、人と動物双方の専門部局、

これは医療、獣医療、公衆衛生等、人及び動物の福祉と

か防疫、それから消防、警察、赤十字という話も先ほど

ありましたけれども、そういうところと一緒になって連

【スライド 67】

【スライド 68】

【スライド 69】

【スライド 70】

携、チームを組まないと、適切な対応はできないだろう

なと、人と動物双方を助けることはできないだろうなと

いうふうに思います。

　もちろん、それにはマニュアルが必要ですし、それか

らそのマニュアルに基づいて、ボランティアの登録と教

育トレーニング、先ほど、私がボランティアが本当にい

るとき、いないとき、多いときはどっと固まるみたいな

方。それから私たちも、いつも自分とこも犬飼ってるか

らと言って、すごくナーバスになっている犬のところに

ふっと近づいて、がぶっとかまれたケースがやはりあり

ますので、ボランティアを登録していただくと同時に、

そのボランティアの教育とトレーニング。
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　先ほど、ベッキー先生のところに色分けのシステムが

ありましたけれども、あれはとてもいいシステムだなと

いうふうに、それを見ながら私は思っておりました。

　こういうときには、平常時からの対策。先ほど、市田

先生が土地の確保ということをおっしゃってましたけれ

ども、土地の確保ももちろんそうですし、機材、フード

の備蓄とか、そういうことも大切だろうなというふうに

思っております。

　それから、ふだんからの避難のことを考えて動物を飼

育するということで、健康管理とか、しつけですね。そ

れから、多頭飼育のお話をなさっておりましたけど、私

も、同行避難できる数の飼育数にしておいてくださいと。

それから、同行避難できる種類の動物にしておいてくだ

さいと。

　この前、東京で 50 匹ぐらいでしたか、毒蛇が隠れて

飼われていたことが発覚いたしましたけれども、起こる、

起こるとずっと言われております東海沖地震、あれが崩

れて、毒蛇がすべて外へ出たらどんなことになるかと思

いますと、やはり血清もないような毒蛇が隠れて飼われ

ていることはあると思いますので、そういう動物は飼わ

ないでいただきたい、そもそも。

　そういうことも、ふだんから啓発をして、市民に常に、

家族である動物のことは緊急災害時のことを頭に置いた

上で、家族である動物をちゃんと自分が守れるかという

ことを頭に置いて、飼育管理していただきたいというふ

うに思っております。【スライド 70】

【スライド 71】

　あと、これは、私どもの協会の方が、飼い主の方に

チェックリスト、同行避難のためには、こういうものが

あったらいいですよと。人間の避難袋がありますけど、

それと同じように動物の避難袋をつくっておいてくださ

いというふうに入れてます。

　一番目のところに写真を入れましょうとなってますけ

れども、ここに透明の袋をつくってありまして、子犬の

ときから１年たったら顔つきがかわりますので、できる

【スライド 72】

だけ自分の近いところの写真と、できれば飼い主さんと

一緒に写っている写真とかがあれば、万が一はぐれても、

捜す手助けになるだろうということですね。【スライド 71】

　これが裏面で、どんなものを用意しておいたらいいで

すよと。５日分ぐらいのフード、水とか、ふん処理機と

か、リードとか、いろんなものがあります。

　それから、右側は動物の健康情報ですね。預かる側に

とって、この健康情報はとても助かるんですね。どんな

病気を持っているか。今は治っているけど、前に尿道結

石があったとかということがあれば、ストレスがかかれ

ば、また再発する可能性がありますので、そういう情報

をいただいておけば、こちらも預かってケアするときに、

それを頭に置いてケアができます。それから、ワクチン

がどうかとか、いつ打ったとか、フィラリアの予防をし

ているか、猫の場合はウイルス検査ができているのかど

うか。こういうものがあることによって、預かる側も安

心ですし、飼い主さんも安心して生活ができると思うん

ですね。【スライド 72】

　とにかく、こういう緊急災害時は、動物も人も１カ所

に集まりますから、ここで万が一、人と動物の共通感染

症が発生すればアウトブレイクになりますし、動物だけ

の、人にはうつらなくても、先ほどの猫の鼻気管炎なん

か、あっという間に猫の間に広まってしまいますから、

しっかりとふだんからの健康管理、もちろんしつけ、そ

れから不妊・去勢手術。不妊・去勢手術をしないで、い

いにおいをさせてる雌のところに、去勢していない雄が

いると、本当に気が立って、ボランティアさんががぶっ

とかまれたケースがあります。猫の場合も、ばりっとや

られたケースが実際ありましたので、とても必要なこと

だろうなというふうに思います。

　ちょっと時間がオーバーしたようでございますが、こ

れで私のお話は終わらせていただきたいと思います。御

清聴ありがとうございました。
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人と動物の共通感染症対策について

Measures Against Zoonosis
森田剛史　厚生労働省健康局結核感染症課　課長補佐

Takeshi MORITA, D.V.M.　Deputy Director, Tuberculosis and Infectious Disease Division,

Health Service Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare

    こんにちは。御紹介いただきまして、

ありがとうございます。

　厚生労働省では、主に人の健康とい

う観点から、主に感染症法、あるいは

狂犬病予防法ということによって対策

を講じております。これまでのお話と

は毛色が変わるわけですけれども、人

の健康を守るという観点で、私の方から、人と動物の共

通感染症について御紹介をして、そして、最後の方にな

りますけども、緊急災害時の危機管理というテーマにつ

いて、考えていきたいというふうに思います。 【スライド 1】

【スライド 2】    まず、こういった共通感染症が問題となる背景という

ことですけれども、これは、一つは交通手段の発達とい

うことによって、多くの人や多様な物資が大量に世界を

駆けめぐっているというようなことが起こっておりま

す。また、その移動速度というのも格段に速くなってお

ります。実際、日本から海外に出かけられる方といいま

すのは、年間 1,600 万人以上に上っておりますし、また、

日本に輸入される、例えば食品の量といいますと、年間

3,000 万トンぐらいに及んでおります。一方、マスメディ

アの発達というものがありまして、いろんな情報が瞬時

に行き渡るということが可能となって、これらが、人の

行動とか、物の流通というものに影響を与えているとい

うことです。さらに、人口の増加とか、都市化とか、こ

れまで人を近づけなかった場所に、今は人が入っていけ

るようになったというようなこともあります。 【スライド2】

　このように、以前と比べて人間の社会が大きく変化を

し、そして、これはよい面もあれば、裏腹に感染症の急

【スライド 3】

    皆様も、この中には御記憶にあるようなものもあると

思いますけれども、例えば 2003 年には、ＳＡＲＳコロ

ナウイルスを原因とした重症急性呼吸器症候群が世界を

速な、あるいは広範囲な拡大といったマイナスの面も起

こるようになったということです。
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【スライド 4】

    人での共通感染症の発生といいますのは、例えば、そ

の原因菌を保有する動物の分布などによっても影響を受

けます。ここに今挙げたものは、いろんなものがありま

すけれども、現在は日本での発生というものは見られな

いで、専ら外国で感染して、日本に帰ってきてから発症

するような疾病ということになります。先ほどお示しし

たものもこの中に入っておりますし、かつては日本で猛

威を振るっていたような病気というものもあるというこ

とがおわかりいただけるかと思います。

　もう少し具体的に見ていきますと、これは、Ｈ５Ｎ１

亜型の鳥インフルエンザということでの、人での発症事

例ということを世界地図で示したものです。このだいだ

い色の部分が人での発症事例が確認されているところ

で、人数は細かくて恐縮ですけれども、2003 年 11 月

以降の累積された数字ということになっております。こ

の薄い色の部分は、これは人での発症事例ではありませ

んけれども、家禽などによって発生が確認されていると

ころということです。 【スライド 4】

    そして、人で発症が確認されている数で多いのは、ア

ジア地域ではベトナム、それからインドネシア、それか

ら中国、タイといったような地域。それから、エジプト

というところが多い発生になっております。

　ちなみに日本では、これは家禽、あるいは野鳥といっ

たもので発生事例が確認されておりますけれども、人で

発病に至った例というのはありません。

　いずれにしても、人には、この病気自体はまれにしか

感染しない、鳥と濃厚接触して感染をすると、そういっ

たタイプの病気であるということです。  【スライド５】

【スライド 6】

   それから、もう一つ。これは世界における人の狂犬病

の発生の状況です。これは一昨年のデータですけれども、

日本では、この狂犬病というのは約半世紀、国内での発

生というのは見られておりません。このため、日本にお

られる方々の中には、狂犬病が非常に遠い病気、あるい

は過去の病気というふうに思われているかもしれませ

【スライド 5】

震撼させました。日本では幸いにも患者さんというのは

出ませんでしたけれども、感染された方が日本を旅行さ

れて、大きな影響を与えたということは記憶に新しいと

ころだと思います。

　それから、食中毒の原因菌と知られております大腸菌

のＯ -157、それ以外にも非常に重篤な感染症というふ

うに知られておりますエボラ出血熱、ラッサ熱、マール

ブルグ病といったようなウイルスは、実はこれはＰ４と

いう非常に厳重に管理された施設でしか病原体を扱えな

いものでして、こうした新しい感染症が次々と出現して

おります。 【スライド 3】

ん。しかし、この図を見ていただいたらわかるように、

この日本のような清浄国、ブルーのところですけれども、

こういった地域というのは非常に限られていて、そして、

多くの国では、まだ発生しているということを御理解い

ただきたいということと、それから、中国、インド、そ

うした地域ですけれども、日本と近いアジアの地域で非

常に多くの方が毎年発症しているというところも留意を

しなくてはいけません。これはどういうことかといえば、

例えば、日本では犬の検疫といったこと措置を講じては

おりますけれども、やはり人や物の往来が激しい中で、

完全というものということは考えがたいので、狂犬病が

侵入するリスクは常にあるということを考えないといけ
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【スライド 7】

    それから、そのほかでも、海外では、例えば、蚊が媒

介する感染症として、マラリア、デング熱、ウエストナ

イル熱、チクングニヤ熱と、こういったものもあるとい

うことを御紹介させていただきます。

　最近、私どもが注目しているのは、このチクングニヤ

熱という病気ですが、これは、野生の状況では猿と蚊の

間で感染のサイクルが繰り返されるというふうに言われ

ておりますけれども、人が感染して発病した場合には、

発熱のほかに関節痛というものが起こります。死亡する

ということは少ないんですけれども、比較的関節痛が長

く続くので、やっかいな病気ということになります。

　これを媒介する蚊というのは、ヒトスジシマカ、余り

名称を御存じないかもしれませんけれども、この蚊は、

日本では東北以南の普通に見られる蚊でして、実際に蚊

のいるような時期に、が国内に戻ってこられた方が発症

すると、国内でも循環のサイクルが成立し得るというよ

うな、こういう病気があるということです。

　このように、海外から我が国に持ち込まれる感染症と

いうものを抑えるために、人や動物に対していろんな措

置というものを講じているわけですけれども、やはり感

染しないようにするということが大事ですので、こう

いった折に触れての注意喚起ということも行っておりま

す。 【スライド 7】

    これは空港などの出国するところにポスターを掲示し

たり、チラシを置いたりということで、注意喚起を行っ

ているというものです。 【スライド 8】

【スライド 8】

【スライド 9】

染症法という法律に基づきまして、ここに書かれている

ような病気につきまして、診断をしたお医者さんは、全

数を保健所に届け出るということが義務づけられていま

す。この情報は、都道府県から国に報告される仕組みに

なっておりまして、このデータ自体は平成 17 年から平

成 21 年の情報を入れております。平成 20 年と平成 21

年は速報値でして、また、平成 21 年は 47 週と書いて

おりますけれども、11 月 23 日までの数字というところ

は御容赦をいただきたいと思います。

　このうち、青色のものは、これは先ほどお話ししたよ

うに、専ら海外で感染して、帰国後に発病されて、診断

された方ということになります。そういうデング熱とか

マラリアといったものについては、年間数十例の方が、

日本で診断されているということです。

　一方、黒い方ですけれども、これが国内で発生してい

るような病気ということになります。ざっと見ますと、

例えば腸管出血性大腸菌というものは、大体年間 3,000

例とか、4,000 例とか、そういった形で診断されています。

それから、ここには載っていないような病気で、報告す

るものには挙がっているけれども、ゼロというようなも

のも多くあります。

　それから、感染症によっては、日本の国内であっても、

詳しく見ていくと、地域的な偏りがあるというようなも

ないということです。このために、特に日本では、狂犬

病の主要な媒介動物である犬について、予防注射をする

ということで、あらかじめ免疫をつけておいて、万一の

侵入時の蔓延防止に役立てるといったような措置を講じ

ているということです。 【スライド 6】

   ここからは少し日本の方の話に入ってまいりますけれ

ども、これは日本での人と動物の共通感染症と。その発

生状況を例に御紹介をするということです。日本では感
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のもあります。例えば、ここにありますエキノコックス

症とか、レプトスピラ症といったものは、地域的な偏り

のあるような病気ということになります。 【スライド 9】

【スライド 10】

   このような感染症がどういった経路で人に感染をして

いくのかということを、ここでお示しをいたしました。

　順に行きますと、まず一つは、口から入るというよう

な病気です。これは出血性大腸菌だとか、Ｅ型肝炎といっ

たものですけども、加熱不十分な肉を人が食べることに

よって、これはその原因菌を持っていた場合なんですけ

ども、感染をする。あるいは、エキノコックス症なんか

も言われますけれども、汚染された水などを飲むといっ

たことによって感染するというふうに言われています。

　それから、吸引。意図的に吸引することはなくて、感

染動物の排せつ物、オウム病と言えば鳥類ですし、Ｑ熱

で言えば、もしかしたら猫といったようなことになるか

もしれませんけれども、そういった感染した動物の排せ

つ物が乾燥して、それが巻き上げられてといった形で吸

引するというようなことが考えられます。

　それから、刺されるということです。これは病原体を

保有するダニとか蚊といったもので、ダニが媒介するも

のとしてはツツガムシ病、日本紅斑熱、ライム病といっ

たような病気があります。それから、蚊が媒介するもの

は、日本脳炎といったものがあります。

　それから、触れるといったことですけれども、これは

感染した齧歯類の尿に触れてレプトスピラ症になるんで

すけど、これも意図的に触れるわけではなくて、尿によ

り汚染された水とか土壌を介して、人が感染していくと

いうような感染経路になります。

  【スライド 10】 【スライド 11】

【スライド 11】

【スライド 12】

ができずに、避難場所で過ごすというようなことになり

ます。こういった状況というのは、もう先ほどから種々

言及されているように、すぐ復旧するというようなもの

ではありませんので、ふだんよりも、人側から言えば、

大きなストレスはかかります。これは人の方の感染防御

能力の方にも影響を与えます。

　それから、もう一つは、トイレやごみといったような

衛生的な環境の確保というところも、実は維持していく

のが大変になっていくということです。一方、ペットな

どを飼われている方。仮に避難場所に行くといったこと

になれば、これは一緒に過ごすことができないというこ

とになりますから、これによっては、また、先ほども言

いましたように、ペットにストレスがかかっていくとい

うようなことですので、これまで動物側の防御能力に

よって表には出てきてなかった病気も、表に出てくると

いったことも考えられるということです。

　そして、その結果、動物同士でうつし、うつされると

いうようなこともあるというふうに考えます。そういっ

たことを踏まえて、人の感染症の発生や蔓延を防止する

というために、動物との関係において、どういう配慮を

していくのかという視点で考えますと、まずは、人がか

かりやすい要因が出てきていると、そういうストレスが

かかる側という側から考えると、人側の環境にできるだ

   そうすると、緊急災害時の危機管理ということで、こ

れまでお話ししてきたような感染症対策を、では、個人

のレベルでどうするかということを考えてみました。

　大きな地震などの災害時においては、電気や水道の供

給がとまると。それから、場合によっては家にいること
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け病原体を持ち込まない、ふやさないというようなこと

になりますから、まずは動物が健全であるように、日ご

ろからの健康管理に、注意をしておくことが重要になろ

うかと思います。

　それから、動物等への接し方を考えるということかと

思います。 【スライド 12】

【スライド 13】

   では、具体的にどういったことに注意をするのかとい

うことで、簡単に記載しております。

　まず、動物の健康管理ということで書いておりますけ

ども、日ごろからの話になりますけれども、これは、狂

犬病予防注射登録といったことは犬に義務づけておりま

すので、こういった予防注射等をしていただく。それか

ら、日ごろの動物の身の回りを清潔にしておくというこ

とと、そして、できるだけ定期健診なんかで、動物の病

気の早期発見、それから早期治療というものを心がけて

いただいて、何か問題、異常等があれば、動物病院で相

談をするなど、日ごろからの動物の健全な状態を維持す

るということかと思います。 【スライド 13】

【スライド 14】

うまでもありませんけれども、どのような病原体を持っ

ているかというのはわかりません。したがって、接触を

可能な限り避けるというのが大事かと思います。当然、

緊急避難時等、衛生状態が悪くなってくれば、ネズミな

んかも集まってくるということもありますから、ネズミ

などはできるだけ来ないような環境をつくる、衛生害虫、

ダニや蚊といったようなものですけれども、そうしたも

のの発生を抑えるということになるかなというふうに考

えます。こういった事項というのは、実は、ある意味、

基本中の基本ということになろうかと思いますけれど

も、こうした基本が日常でも、それから緊急災害時でも

大事だということなのかなというふうに思います。【スラ

イド 14】

【スライド 15】

　それから、感染症を予防するというためには、実は今

回少しお話はいたしましたけれども、やっぱりあらかじ

め情報を得て、事前の心構えというか、準備というもの

をしておくことが大事かというふうに思っております。

こういった情報自体は、一般の書籍などもありますけれ

ども、ここにあるようなホームページから得ていただく

ことができます。厚生労働省では、感染症情報というペー

ジがありますし、それから国立感染症研究所のホーム

ページでは疾患別情報というのがありまして、ここで、

五十音順で各種疾病の情報を得ることができます。ここ

に書いてあるもの以外にでも、検疫所とか外務省とかで

は、海外渡航者向けの情報もありますので、御活用いた

だければと思います。 【スライド 15】

   また、こういうハンドブックというものも作成してお

ります。受付のところで、このハンドブックは置かせて

いただいておりますけれども、この中にもいろんな情報

が詰まっておりますので、御参考にしていただければと

思います。 【スライド 16】

　私の方からは、簡単ですけれども、以上です。どうも

ありがとうございました。

   次に動物の接し方ということなんですけれども、一見

健康に見えてたとしても、病原体を持っているというこ

とは、これは人も動物もありますので、過剰な触れ合い

を控えるということ。それから、動物にさわったら、必

ず手を洗うということ。野生動物に関しては、これは言
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【スライド 16】

○植村　興

　森田先生、どうもありがとうございました。

　人と動物の共通感染症の概要を詳細に説明していただ

きまして、また、やはり基本が第一と。それから、情報

をしっかりとるようにと、こういうお話であったと思い

ます。　　森田先生、どうもありがとうございました。
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災害時における人と動物の共通感染症等の問題

The Problem of Zoonosis, etc during Emergency Crises
佐藤　克　社団法人東京都獣医師会危機管理室　感染症対策セクション長

Masaru SATO　Head of Tokyo Veterinary Medical Association, 

Infections Counter-Measures Section, Crisis Management Group

    御紹介ありがとうございます。板橋

区で動物病院を開設しております、獣

医師の佐藤と申します。

　平成 12 年９月に板橋区と板橋区獣

医師会は、災害時における動物救護に

関する協定を取り交わしました。この

中で、災害発生時に飼い主の人は、飼っ

ている動物を伴って避難をしてくださいと明記されてお

ります。これによって、飼い主とペットの災害時におけ

る安全ですとか、きずなというのは一定の保障が得られ

たわけですけれども、そのことに伴いまして、新たな問

題も指摘されているというところです。

【スライド 1】

【スライド 2】

    それは、このズーノーシス、人と動物の共通感染症の

ことであります。一般に感染症というのは、種の壁を乗

り越えずに、例えば、人の感染症というのは人の中だけ

で、犬の感染症は犬の中だけで循環が行われているもの

なんですけども、その中には、種を乗り越えていくもの

もあるわけです。それがズーノーシスと呼ばれているも

のですね。先ほど、森田先生の方からも御紹介ありまし

たように、人と人以外の脊椎動物の間を自然に伝播する

性質を持つ病気及び感染というのが定義であります。い

ろんな人獣共通感染症ですとか、人畜共通感染症ですと

か、動物由来感染症とかという言葉は全部同義でありま

す。     【スライド 2】

【スライド 3】

    災害時のズーノーシスは自然災害によっておきる公衆

衛生環境の悪化に伴う二次的な問題として、出てくるん

じゃないかと思います。 【スライド 3】

【スライド 4】

それから、ズーノーシスの発生としては人為的な問題と

してバイオテロリズムが考えられます。病原体をまき散

らして、社会的な不安をあおろうという人たちが中には

います。   【スライド 4】
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【スライド 5】

    それから、意図的ではないんだけれども、実験室など

で病原体が漏れ出してしまうようなバイオハザードが考

えられますが、本日は、自然災害に伴う問題についてお

話をしていきたいと思います。

　まず、ズーノーシスというのは成立要素があって、そ

れは感染源、感染経路、人側の問題。この三つの条件が

整ったときに、発生をしてまいります。   【スライド 5】

【スライド 6】

    ここでは多くの問題が動物由来ということですので、

動物を感染源というふうにしてお話をさせていただきま

すが、ズーノーシスというのは往来する病気ですので、

あくまでも動物から人にだけ行っているのではありませ

ん。例えば、猿の赤痢というのは、もともと人の病気で

すけども、それが猿にうつって、そして、猿がまた人に

うつすという感染症です。人から動物という感染も、も

ちろんあるわけです。

　感染源対策、動物の対策としまして、動物の健康管理

がまず必要だと思います。これは森田先生からも御指摘

がありました。病原体保有の把握、なかなか難しいです。

ズーノーシスのほとんどは、動物は無症状なので、それ

を把握することはなかなか難しいですが、わかるものも

あるので把握したい。

　それから、余計な病気をしないようなワクチンを接種

しておこうということ。

　それから、動物とある程度の距離を確保しておこうと

いうこと。これは先ほど森田先生から、過剰な触れ合い

をしないようにしようというお話がありました。寝室に

入れて一緒に寝るとか、最近は一緒におふろに入る人も

いるようですが、そういう過剰な接触は避けるべきで

しょう。

　それから、動物に対する安全対策として、ツメを切る

というようなことも必要ですし、もちろんふだんにおい

ては、温和な動物を選んで飼う。わざわざ咬みつく傾向

のある動物を飼わないというようにするということも必

要かと思います。

　次に、排せつ物を適正に処理するということです。こ

れは、排せつ物には病原体が含まれてることがあります

ので、それをさっさと処理してしまう。適性に処理をし

ようということですね。

　それから、安全なえさを与えるということ。これは、

例えばサルモネラ菌ですとか、大腸菌なんかで汚染した

ような食べ物を食べてしまって、それが動物体の中で増

殖して、そして、それが人に危害が来るというようなこ

とを避けようじゃないかという考えです。トキソプラズ

マという病気がありますけども、それは豚肉の生食をし

た猫が、今度は人にうつすというような可能性があると

思います。

　それから、先ほど、山口先生の方からお話がありまし

たけども、新しい動物を収容すると、例えば、猫の風邪

を持っている風邪の猫を入れたばっかりに、全体にその

病気が広がるというようなことがありますが、一定の期

間隔離して管理して、感染症を人や動物にもたらさない

かという安全確認することも必要かと思います。

 【スライド 6】

【スライド 7】

    次に感染経路ですけれども、直接的に起きる感染とし

まして、傷とか、かまれる、ひっかかれるというような

傷があります。この受傷を回避するということですね。
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それは経路を遮断するという意味では、長そでの服を着

たり、長ズボンを履いたり、それから、グローブをした

りというようなことで避けられるかと思います。

　先ほど、阪神・淡路のときも、それから、ほかの災害

のときも、救援センターでボランティアたちがかまれる

事例の話がちょっと出ていましたけども、こういったも

ので少しでもリスクを下げておくということも必要かと

思います。

　それから、動物と触れ合った、あるいはお掃除をした。

そういった、その後に手洗い、うがい、こういったもの

を励行していただくということで、経路を遮断すること

ができるだろうと思います。

　それから、環境の整備ですね。うんちや何かをそのま

まにしておいて、そこが汚染してしまって、感染源になっ

てしまわないようにする必要があるかとに思います。

　それから、食品の管理を適正にしておくということも

大切かと思います。

　先ほど、森田先生の方から、ベクター対策、蚊の対策

というのがありましたけども、この病原体を媒介する生

物のことをベクターと呼んでいますけども、このベク

ターに対して、例えばボウフラができないように、水た

まりをつくらないとかいうようなこと。それから、蚊が

入ってこないように網戸や蚊帳をするとか、駆除剤や忌

避剤を利用するというようなことも必要かと思います。

そして、こういったことに関してのいろんな情報を提供

し、啓発することも非常に重要かと思います。

 【スライド 7】

【スライド 8】

    人の方におきましては、常に抵抗性を増進するように、

健康的な生活を心がけることが求められるわけですね。

必要なものであれば、ワクチンを打っておいたり、それ

から、無用なストレスによって抵抗力が落ちるようなこ

とを避けるということも必要と思います。

　それから、易感染性宿主対策ですけれども、これは乳

幼児ですとか、それから高齢の方ですとか、それから糖

尿病やアルコール依存症のように、免疫が少し落ちてい

る方々は非常に病気をしやすい、通常の人よりも感染症

になりやすいということから、こういったものに対する

対策も考えておかなくてはならない。より強化した対策

が必要だと思います。

　そして、やはり広報活動ですね。こういったことに対

しての、感染症全体に対しての情報を皆さんに広報して、

知識を得ていただくということもとても大切だろうと思

います。 【スライド 8】

【スライド 9】

    大きな災害のときは避難所に避難をするわけですけど

も、避難所というのは様々な形態があります。広域避難

所ですとか、いっとき避難所ですとか、収容避難所です

とか、それから仮設住宅。個人のところで、家にとどまっ

て、そして、水をもらいに避難所へ出かけていって、水

をもらって、また帰ってきてというような避難の形態も

あるようです。 【スライド 9】

【スライド 10】

   そしてそれぞれに多少、ズーノーシスの発生の要因が

違ってくると思います。まず、広域避難所であったり、

いっとき避難所におけるズーノーシス発生の要因ですけ

れども、ここは短期間の避難をするところですが、屋外
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ですのでさまざまな動物たちがいます。もちろん、一緒

に避難してきたペット動物、それから、野生動物がいる

可能性もあります。タヌキですとか、ネズミですとか、

カラスですとか。それから、放浪している犬や猫もいる

可能性があります。それから、屋外ですので、ベクター

として節足動物。蚊ですとか、ハエ、ノミ、ダニなどが

いる可能性があると。それから、これは感染症とはあん

まり関係ありませんけども、蛇ですとか、それからカミ

ツキガメが生息しているところもあるというふうに聞い

ております。 【スライド 11】

【スライド 11】

【スライド 12】

    次に、収容避難所や仮設住宅ですけども、これは特徴

としましては、屋根ができて屋内であるということ。そ

れから、どうしても密室になりやすいということですね。

先ほど、中越地震のときには、動物を室内で飼いなさい

という指導もあったということですけども、この密室の

中で動物と人が生活をするというところに何か問題が起

きる可能性があります。そして、感染源としましては、

飼育動物、それから野外に出てくるネズミですとか、カ

ラスですとか、ハトなどの野生動物。ベクターもつきま

とってくる問題となると思います。【スライド 12】

【スライド 13】

まず、これは犬猫に共通する問題ですが、先ほど、森田

先生のお話にもありました狂犬病ですね。それから、厳

密な意味では、ノミ刺傷やダニ刺傷というのは感染では

ありませんが、動物がたくさんノミなどを持っています

と、人もたかられるんですね。そして、刺されてしまう。

非常にかゆいというので、避難所などにおいては公衆衛

生の保持において、ちょっと問題が大きいのではないか

と思います。

　また、犬の口の中、あるいは猫の口の中には、非常に

効率にパスツレラ菌というのがいるんですね。動物の世

話をするボランティアの人たちがかまれたりすると化膿

を起こしてまいります。ですから、これも、パスツレラ

症も無視できない問題ですね。

　その他、下の方にエキノコックス症がありますが、有

珠山の災害のときに、恐らく、放浪犬だったと思います

けれども、保護された２頭の犬からエキノコックスが証

明されています。エキノコックスは人に感染をしますと、

寄生虫のがんと比喩されるように、非常に悪性の、重篤

な慢性の寄生虫病になってまいります。 【スライド 13】

    次は猫の問題です。現在日本に発生はありませんけど

も、ペストですとか、それから、高病原性鳥インフルエ

ンザがタイなどでは感染して、猫が死亡しております。

その他、トキソプラズマなどもあります。鳥類ですとオ

ウム病や、クリプトコッカス症というような真菌の問題

があるかと思います。先ほど御紹介がありましたように、

オウム病は、、鳥がしたうんちが乾燥してほこりになっ

て舞って、世話をしたりするときに人が吸引して感染し

てしまうというわけです。

　その他、ウサギはパスツレラ症やカビ、皮膚糸状菌症

が問題になります。

　ここからは野生動物ですけれども、野兎等には野兎病

という Zonosis があります。これは通常ペットとして飼

育されるウサギにも感染をしますけども、ウサギでの発

生はまれだと思います。その他、タヌキ、アライグマな

   次に環境などによって、さまざまなズーノーシスが考

えられるわけですけが、具体的にはどんな病気がある

のか羅列をしてみました。
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どがズーノーシスを持っておりますけども、これが避難

所に来るということではなくて、避難所の周りに生息し

ていた場合にということだと思います。 【スライド 14】

【スライド 14】

【スライド 15】

   その他、カメはサルモネラ症、爬虫類ですね、サルモ

ネラ症やカビというのがつきまとってくる問題ですし、

感染ではありませんけども、毒蛇による毒素というもの

も考えておかなくちゃいけない問題だと思います。

 【スライド 15】

　それでは災害において、このズーノーシス対策をどの

ようにやっていけばいいだろうかということですけど

も、やっぱり、ふだんの準備がとても大切だと思います。

感染源対策としまして、動物の対策ですね。平常時は、

動物の体をいつも清潔に保っておきましょうということ

や、動物の健康維持に努めるということです。それは、

例えばノミやダニを駆除しておくとか、イヌやネコやア

ライグマの回虫という寄生虫が人に感染をすると、要注

意咬傷という新たな病気をもたらしてしまうことになり

ますので、そういった消化管内寄生虫についても駆除を

しておくということ。それから、できるワクチンは打っ

ておくことです。レプトスピラ症のワクチンがあります

ので、発生している地域におきましては、ぜひ、レプト

スピラ症のワクチンも打っていただきたいと思います。

　また、それから、これはズーノーシスと直接かかわら

ないんですけれども、災害が起きますと、動物を避難所

に連れていったとしても、避難所の中で同居して、一緒

に避難生活を送るということはまず不可能ですので、ど

こか場所を決めて、あるいは空間を決めて、その中でか

ごを用意して、そこの中でしばらく生活をしてもらうと

いうことになろうと思いますから、かごの中におとなし

く入っている、ストレスにならないでいるというしつけ

も非常に必要だと思います。

　そして、動物の避難環境へは飼い主や世話をする人以

外は原則接触禁止にした方がいいと思います。それは避

難している動物たちにとっても異常な事態ですので、非

常に興奮している可能性もあります。そのために咬傷事

故などを起こしてしまうということを避けるためです

ね。また、ほかの動物との接触を避けるということも、

無用な事故を回避する意味では大切なことだと思いま

す。

　それから、全部が全部、ノミやダニを駆除してくるわ

けではありませんので、収容する際に、ノミ、ダニの

チェックをして、必要であれば、ノミ、ダニの駆除をし

ておくということ。それから、飼い主の人は、その隔離

した場所に出かけていって、動物の世話をすることに

よって、動物に無用なストレスを与えないようにしてい

くという工夫も必要だと思います。  【スライド 16】

【スライド 16】
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【スライド 17】

   感染経路対策としましては、その動物の取り扱い、先

ほどの繰り返しのようですけども、かまれたり、ひっか

かれたりしないような手段を講じる。つまり、長そでの

着用ですとか、グローブの着用ですとかということをし

ておくということですね。動物のストレスを軽減という

のは、先ほどにもありましたけれども、動物を上手に取

り扱うことも、また必要かと思います。

　それから、ふん尿におきましては、どうしても避難所

においては水が不足してきたりする場合もあるかと思い

ますので、ペットシーツなどを応用して、洗浄をしなく

ても済むような工夫をし、ビニール袋に入れて、廃棄を

するというような工夫もよいと思います。

　そして、排便、排尿を、運動させて屋外でやるという

場合、排尿場所を限定したり、あるいは敷地内は禁止と

いうことをしておかないと、これは公衆衛生上の問題に

なると思います。

　また、動物の世話をした後、あるいは作業をした後に

は必ず、手洗いやうがいを励行してもらって、自分を守

るということをやっていただきたい。

　それから、フードの残りが非常に不衛生になってし

まって、あるいはそれを食べに、ほかの野生動物ですと

か、ハエなどが飛んできて、それがまた次なる問題を起

こしかねないので、ビニール袋などに入れて廃棄をする

ということも、また必要かと思います。

　それから、環境中にネズミやハエ、蚊などが発生した

り、それから侵入したりということを防ぐような措置も

必要かと思います。

　最後に、人の対策ですけども、ふだんから自分の健康

には注意を払っておくということ。それから、災害発生

時には、動物の心理状態も異常であるというふうに考え

ていただいて、知らない動物、かわいそうだからといっ

て触れたり、保護しようとしたり、うかつに接触をしな

いということは大切だと思います。

　また、飼育動物にワクチンを済ませておくということ

も必要ですし、易感染性宿主の人、これは今お話しした

ようなことをもっと強力に考えていく、対処していく必

要があろうかと思います。     【スライド 18】

【スライド 18】

【スライド 19】

   最後にまとめますと、災害時には、インフラの破綻な

どから衛生状態は低下してしまうだろうと思います。そ

して、ズーノーシスというのは、低下した衛生状態の中

で発生してくると思われます。ですので、こういった感

染症の発生をできるだけ避けるというために、日ごろの

準備がとても大切で、動物に対するしつけですとか、そ

れからワクチン接種などの予防措置、それからノミ、ダ

ニなどの防除という個別の犬や猫の措置が大切です。さ

らにもし災害が起きて、避難をする際の避難先で、どこ

で動物を管理することになるだろうかという場所をあら

かじめ見つけておくとか、さらに、運動や排せつや手入

れの場所も確保しておくというようなことをしておく

と、災害が発生したときの混乱を少なくできると考えま

した。

　少し時間がありますので、先ほど冒頭にお話ししまし

た、板橋区の災害時における動物救護に関する協定のご

紹介を簡単にしておきます。

　この協定は、動物の救護や保護について、板橋区と板

橋区獣医師会の役割分担を明確にしたもので、大きな災

害時には板橋区獣医師会がペット動物を救護し、板橋区
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はそれに協力すると書かれています。またその中に、動

物との同行避難というのが明記されておりますが、同行

避難が不可能な動物に関しては、救護センターを板橋区

の方で設置して、そこで保護しようということになって

います。これが平成 12 年９月に締結されたわけですけ

ども、それ以降、定期的に動物を同行した防災訓練を実

施しています。

　総合防災重点地区訓練というのは、板橋区を 18 の地

区に分けまして、毎年、地域を決めて行う訓練で、全体

の避難訓練をする中で、動物の同行避難訓練も行われて

います。こういうふうに仮設で動物の救護所を設けまし

て、受付をします。写真ではここにわんちゃんがいて、

ボランティアの人がリードを持っていますけども、飼い

主の方と書類を取り交わした後、動物を保護します。そ

の場所は避難所となった学校の一角を利用して行います

が、預かった動物をケージの中に入れて、個別に管理を

させていただきます。飼い主と離れるというのが初めて

の経験のわんちゃんもいますので、不安になって鳴いた

り、叫んだり、ほえたりする子も少なからずおります。

そういったものに対して、事故が起きないように、ある

いは精神的な面をサポートするように、ボランティアの

人たちがここでお世話をするという訓練を、ずっと今も

続けております。

　雑駁でしたけれども、以上で私の話を終わらせていた

だきます。御清聴ありがとうございました。

○植村　興　

    佐藤先生、どうもありがとうございました。

　やはり災害に備えるためには、日ごろから準備してお

くことが大切である、日ごろから訓練をしておくことが

大切である、日ごろからよく基本的な事故について勉強

しておくことが大切であると、そういうお話であったと

思います。

　それでは、時間も限られておりますが、少しの時間で

すけれども、演者に対する質疑等を行いたいと思います。

　ちょっと準備していただきますが、時間節約で、少し

今までの話は、Ｄｒ．ベッキーさん、それから市田先生、

山口さん、これでほとんど世界じゅうのケースを勉強し

たのではないかなと思うぐらい、豊富な話題を提供して

いただきました。

　また、貴重なスライドも目に焼きついております。こ

れは皆さん方も同じことだと思います。

　その中にも、やはり、きのうよりもきょう、きょうよ

りもあすということで、やっぱり改善していかなければ

ならない。そのようなヒントも多数含まれていたように

思います。そういう意味で、本日のフォーラムⅠ、非常

に貴重な知識、あるいは情報を得たと思います。

　それでは、演者の先生方、恐れ入りますが、壇上に上

がっていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

　国際会議場でございますので、私が地元の自治会会館

でやってるときは、会議なんか 20 分も 30 分も延びる

んですけども、ここは国際会議場でございますので、や

はり、できるだけ予定の時間内におさめたいと思います

ので、御協力をお願いします。

　ただいまの５人の先生方のお話に関しまして、何か聞

いておきたい。

　どうぞ、はい。はい、どうぞ。マイクありませんかね。

○横山章光

　帝京科学大学の横山と申しますが、どうもありがとう

ございました。レベッカさんにちょっとお聞きしたいん

ですけど、政府がお金を出すということは、飼ってない

人もいるのに、どういうコンセンサスがあってペットを

助けるのでしょうか。つまり、人間のためだという割り

切りがあるのでしょうか、政府がお金を出すということ

は。それを教えてほしいんですけど。

○レベッカ・ローデアス

　おっしゃるとおりです。ペットの保護は、家族、人間

の保護になるという切り口です。ニューオーリンズのハ

リケーン・カトリーナの事例を御紹介しましたけれども、
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家族は、ペットを一緒に連れていけないなら、自分たち

だけ、人間だけで避難しないということで残って、犠牲

者になってしまった人もいます。家族全体を救うという、

その中にペットも入るということです。

○横山章光

　野良犬は助けないということ、飼い主のいない犬や猫

は助けないということでよろしいですか。

○レベッカ・ローデアス

　シェルター中に入っている、保護されている野良猫、

野良犬の場合にはそうでないですが、シェルターの中に

は入り続けますけれども、公共のシェルターで、いわゆ

る野良猫、野良犬の収容所に入ったままです。

○横山章光

　ペットとビジネス動物を分けると言ってましたけど、

ビジネス動物は助けなくて、ペットは助けるというのは、

どういう理論展開でアメリカの人は考えてるんでしょう

か。同じ命なのに、ペットは助ける、ビジネス動物はこ

こで切るというのは、どういう理論が頭の中に。

○レベッカ・ローデアス

　家庭のペット、家族用のペットという定義に基づいて、

シェルターの中に救護されるわけですけれども、食べる

ための家禽とか野生の動物というのは、公共の救援のた

めのシェルターの中には入りません。でも、嵐が起こっ

た後には、家畜とか、飼い主がわからなくなった動物も

含まれています。でも、それは、ペット法令というのは、

それらを網羅していない、家族と一緒に過ごしている動

物という定義になっております。でも、それでも米国に

とっては、そういうペットに限定されていても、法令化

されたのは大きな進歩だと思います。

○植村　興

　また、フロアあるいはパーティーで議論を深めていた

だきたいと思います。

○横山章光

　わかりました。済みません、山口さん、今の考えはよ

ろしいんですか。一緒ですか、日本とアメリカは。

○山口千津子

　日本の場合、リファンドとか、そういうことがありま

せんし、アメリカの方にお聞きいただいて、日本の場合

は、そこまで区分けして考えるということを、今までさ

れてこなかったと思うんですよね。

○植村　興

　これは非常に難しくって、深くって、文化であります

とか、生活習慣とかのバックグラウンド、背景にしてお

りますので、かなり複雑な、あるいは詳細に検討しなけ

ればならない問題であるかなというふうに思います。こ

れは横山先生、ぜひ、またＤｒ．ベッキーをつかまえて、

あるいは山口先生とも口角泡を飛ばしていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

○山口千津子

　済みません、農業動物は農業動物で農水の方が関与し

て救助されておりましたし、今までの日本の震災の場合

は。ですから、担当する部局が違うということになるん

だろうと思います。

○植村　興

　もう一方、ございませんでしょうか。　はい。どうぞ、

簡潔にお願いいたします。よろしくお願いします。

○加藤謙介

　九州保健福祉大学の加藤と申します。大変興味深いお

話をありがとうございました。簡潔にと言われましたが、

実は二つほどあるんですけれども。

　一つは、私、今、宮崎県の延岡市というへんぴなとこ

ろに住んでおりまして、そこは多分板橋のような先進的

な防災協定とかはないと思うんですね。そういうところ

で巨大災害が発生をしたときに、自分の自治体で飼って

いるペットをどうすべきかというのは、まず、だれに尋

ねればいいのかということですね。もし、起こってから

決まるとしたら、いつ、だれに尋ねればいいのかという

ことをお聞かせ願いたいというのが一つ目です。

　二つ目はどなたでも結構なんですが、宮崎県はすごく

田舎なところもあるんですけれども、そういう山奥の中

でも、余り人目には知られていないんですが、非常に甚

大な災害が起きることもあります。平成 17 年に台風災

害がありまして、高千穂鉄道という鉄道がつぶれて、と

まってしまったんですけれども、そして廃線になりまし

たが、そういった恐らく皆さんはほとんど記憶されてい

ないような災害、まだ復旧が済んでいなかったりして、

多分そこにも犬たちは飼われてて、みんな大変困ったと

思うんですけれども、そういうローカルな、余り知られ

ていないような災害に対する対応というのは、どう考え

ていったらいいんでしょうか。御意見をお聞かせくださ

い。

○植村　興

　山口さん、お願いします。

○山口千津子

　先ほど環境省の方も、協定といいますか、各自治体の

方で地域防災計画に入れるようにということは推進して

いるんですけれども、まだのところは、先ほど大島のと

きとか、そういうものがない時代。でも、自治体は何と

かしなきゃというふうには、起こったら思ったわけです
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よね。獣医師会は獣医師会で動いていた、愛護団体は愛

護団体で動いていたということですから、田舎、田舎と

おっしゃいますけれども、やはり宮崎にも心ある方々は

いらっしゃる、獣医師会の先生方も、そういうところに

頭がある程度おありの先生方もいらっしゃるとは思うん

ですよね。

　ですから、起こったら、きょう、ここで皆さんとお話

をして、それをお聞きになったんですから、きょうから

でも、きょうは土曜日ですけれども、地域の獣医師会の

中でどうするんだと。それから、どれぐらいの愛護団体

があるのか、私ちょっとわからないんですけど、宮崎県

の方は。やはり興味のある方々がいらっしゃるでしょう

し、宮崎には獣医学部がありますよね、宮崎大の。そう

いうところ等とも早急にそういう話を持っていって、い

ざ起こったとき、どうするのと。宮崎県の動物を担当し

ているところにも、それから人と動物双方に関係します

から、健康福祉局みたいなところにもお話を持っていく。

どうしたらいいのというより、最初はどこも始めなんで

すよね。東京だって、初めてのときは始めなものですか

ら、全く無関心な人ばかりではないと思うんです。です

から、その話をだれかが、どうするのということを持っ

ていって、それぞれ考えて、一緒になって考えましょう

よという、そこが立ち上げになるんじゃないかなという

ふうに思います。

　それぞれの経験は、みんな、先にいっぱい、あちらこ

ちらで経験されてる自治体がありますから、そういうと

ころにも、いろいろお聞きになるということもいいのか

なというふうに思います。

○植村　興

　ありがとうございました。私の司会進行の不手際で、

ちょっと時間が詰まってしまいまして、せっかく全国遠

方から来ていただきましたのに、十分な質疑応答ができ

ないことをおわびいたします。先生はまだおられますの

で、どうぞフロアでディスカッションしていただきたい

と思います。

　本日は、本当にこの大切な問題、これは、まだまだこ

のシステムをつくり上げるまでには長い時間がかかると

思いますけれども、ぜひ、皆さん方の御協力によって、

動物が救われ、そして人が救われ、そして社会が健康で、

かつ安全で意義のある人生を送れると、こういう世界を

つくるために、皆さん方のこれからの御協力、あるいは

御指導をよろしくお願いしたいと思います。

　本日は５人の先生から貴重なお話を伺いました。もう

一度、拍手をもって感謝をささげたいと思います。よろ

しくお願いいたします。どうもありがとうございました。

　それでは以上をもちまして、フォーラムⅠを終わらせ

ていただきたいと思います。御協力に対しまして、心か

ら感謝申し上げます。どうもありがとうございました。


